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第 １ 章 計画策定の方針 
 

１ 計画の趣旨 
 

令和７年（2025年）には、いわゆる団塊の世代が75歳以上を迎え、要介護認定率や介護

給付費が急増する85歳以上人口は令和42年（2060年）頃まで増加傾向が続くことが見込

まれており、国では中長期的な人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえた介護サービス基

盤の整備や、地域包括ケアシステムの深化・推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向

上を図ることが重要であるとしています。 

本市では、介護が必要となっても高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活

を営むことができるよう地域包括ケアシステムの構築を図り、「高齢者がいきいきと自分ら

しく、住み慣れた地域で 安心して暮らせるまち 湖南市」を基本理念として、高齢者福祉の

推進と介護保険の円滑な運営に努めてきました。 

第８期計画では、令和7年（2025年）を目指した地域包括ケアの強化や、現役世代が急減

する令和22年（2040年）を見据えた中長期的な計画とするとともに、施策に関する評価指

標を設定することで、計画の進捗管理の充実を図りました。 

第９期計画においては、コロナ禍を経て地域のつながりの希薄化が懸念されていることや、

高齢化の進行や地域活動の状況などが生活圏域ごとに異なってきていることなどの課題への

対応が必要です。そのため、中学校区ごとへの地域包括支援センターの設置や重層的支援体

制の整備により、これまで以上に身近な地域における相談・支援の体制の強化を図ることが

必要となっています。 

こうした状況を踏まえ、これまで進めてきた地域包括ケアシステムの強化や地域共生社会

の実現に取り組みながら、制度の持続可能性を確保していくことができるよう、中長期的な

視点に基づく第９期湖南市高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 
本計画は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８の規定に基づく「市町村老

人福祉計画」と、介護保険法（平成９年法律第123号）第117条第１項の規定に基づく「市

町村介護保険事業計画」を一体的に策定した計画です。 

計画の策定にあたっては、「湖南市総合計画」を上位計画として、「湖南市地域福祉計画」

等の関連計画と整合を図るものです。 
 
図表 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

３ 計画の期間 
 

本計画の計画期間は、令和６年度（2024年度）から令和８年度（2026年度）までの３

年間と定めます。 

また、中長期視点として、本市において介護サービス需要が増加・多様化するとともに現

役世代の減少が顕著になる令和22年（2040年）を見据えて第9期計画を定めます。 
 

図表 計画の期間 
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R11 
2029 

R12 
2030 

R13 
2031 

R14 
2032 

 R17 

2035 

 R22 

2040 
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 健康こなん 21 
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 湖南市 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

湖南市地域福祉計画 

湖南市総合計画 

整合 

≪高齢者福祉計画≫ 

老人福祉法第 20 条の８ 

≪介護保険事業計画≫ 

介護保険法第 117 条 

湖南市認知症施策アクションプラン 

整合 

医療介護 

総合確保方針 

医療計画 

基本方針 

介護保険事業計画 

基本指針 
整合 

整合 
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高齢者福祉プラン 

滋賀県医療費 

適正化計画 

滋賀県 

保健医療計画 
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４ 計画の策定方法  
（１）湖南市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 

本計画は、学識経験者、保健・医療・福祉関係機関及び団体、並びに市民の代表等で構

成する「湖南市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会」を設置し、高齢者施策

に係る幅広い内容について意見を聴きながら検討を重ね、策定を進めました。 
 

（２）高齢者等実態調査の実施 

策定にあたっては、高齢者の日常生活や在宅介護の実態やニーズ、事業所の状況等を把

握するため、令和 4 年度（2022 年度）に①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、②在宅

介護実態調査、③事業所調査を実施しました。 

 

① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

調査対象者：市内に居住する 65 歳以上の要介護認定者以外、4,000 人 

抽出方法：無作為抽出法 

調査期間：令和 5 年（2023 年）1 月～2 月 

調査方法：郵送による配布・回収 
 

 配布数（A） 有効回収数（B） 有効回収率（B/A） 

配布・回収状況 4,000 2,857 71.4% 

 

② 在宅介護実態調査 

調査対象者：市内に居住する、在宅で生活をされている要支援・要介護者認定者、1,200 人 

調査期間：令和 5 年（2023 年）1 月～2 月 

調査方法：郵送による配布・回収 
 

 配布数（A） 有効回収数（B） 有効回収率（B/A） 

配布・回収状況 1,200 819 68.3% 

 

③ 事業所調査 

調査対象者：市内の介護サービス事業所 100 件 

調査期間：令和 5 年（2023 年）1 月～2 月 

調査方法：郵送による配布・回収 

 

 配布数（A） 有効回収数（B） 有効回収率（B/A） 

配布・回収状況 100 56 56.0% 

 

（３）市民の意見等の反映 

計画に対する市民からの意見を広く募集するため、パブリックコメントを実施しました（予

定）。 
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５ 第９期計画の方向性（国の基本的な考え方） 

（１）介護サービス基盤の計画的な整備 

① 地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を捉えて、施設・サービス種別の変

更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介護サービス基盤

を計画的に確保していくことが必要 

・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効率的かつ効果

的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要 

・中長期的なサービス需要の見込みをサービス提供事業者を含め、地域の関係者と共有し、

サービス基盤の整備のあり方を議論することが重要 
 

② 在宅サービスの充実 

・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多

機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更なる普及 

・居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービスの整

備を推進することが重要 

・居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設による在

宅療養支援の充実 

（２）地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

① 地域共生社会の実現 

・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るも 

のであり、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、 

地域住民や多様な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点か 

ら、総合事業の充実を推進 

・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重層的支

援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うことも期待 

・認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深めることが重

要 
 
② デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進める

ための医療・介護情報基盤を整備 
 
③ 保険者機能の強化 

・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化 

（３）地域包括ケアシステムを支える介護人材及び介護現場の生産性向上 

・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離職

防止、外国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施 

・都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。介護の経営

の協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用 

・介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進 
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第 ２ 章 湖南市の高齢者を取り巻く状況 
 

１ 統計からみる高齢者の状況 

（１）人口の状況 

本市の人口は平成17年（2005年）頃をピークに減少に転じている一方、65歳以上の

人口は増加が続いており、特に75歳以上の人口は平成12年（2000年）の2,221人から、

令和２年（2020年）には5,967人と約2.7倍になっており、令和17年（2035年）には

9,055人とピークを迎えると予測されています。また、高齢化率は上昇を続け、令和７年

（2025年）以降、前期高齢者よりも後期高齢者の割合の方が高くなることが予測されま

す。 

図表 人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※総人口には年齢不詳を含むため、合計とは一致しない。 

資料：国勢調査、推計値は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年（2019 年）推計）」 

 

図表 高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、推計値は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年（2019 年）推計）」 
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（２）世帯の状況 

高齢者世帯数の推移をみると、高齢単身世帯、高齢夫婦世帯（夫65歳以上で妻60歳以

上の夫婦１組のみの一般世帯）ともに増加傾向にあります。全国、滋賀県との比較をみる

と、本市では、高齢単身世帯の割合は比較的低くなっています。 

 

図表 高齢世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※（ ）内の％は一般世帯に占める割合 

資料：国勢調査    
 

図表 世帯に関する全国、滋賀県比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年国勢調査 
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（10.7%)

（12.3%)



8 

 

 

（３）要介護等認定者数の状況 

本市の要介護認定者数は令和４年（2022年）まで増加を続けていましたが、令和５年

（2023年）では減少に転じています。区分別でみると、要支援１と２の軽度者が特に増

加しており、平成28年（2016年）から令和５年（2023年）にかけて、それぞれ約1.5

倍、1.7倍となっています。 

認定率は平成30年（2018年）以降、増減しながらほぼ横ばいで推移しており、国、滋賀

県と比較するといずれの年も湖南市の認定率は低くなっています。 

 

図表 要介護等認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 各年３月末現在 

 
図表 要介護等認定率に関する全国、滋賀県比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 各年３月末現在 
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（４）地域福祉活動の状況 

本市の老人クラブ加入数は減少傾向となっています。65歳以上の加入率も減少傾向とな

っており、令和４年（2022年）では7.3％となっています。 

認知症サポーター養成講座の講師を務めるなど、地域のリーダー役となるメイト数は平

成30年（2018年）を境に10人程度減少していますが、その後は65人程度で横ばいに推

移しています。講座を受けてサポーターと認定された人数は増加傾向となっており、令和

５年（2023年）で5,434人となっています。人口に占める割合は滋賀県平均よりも低く、

全国平均並みとなっています。 

 

図表 老人クラブ加入数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：湖南市第四次地域福祉計画・地域福祉活動計画 

 
図表 認知症サポーター数の推移及び全国、滋賀県比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：全国キャラバン・メイト連絡協議会 各年３月末現在 
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（５）介護給付費の状況 

第１号被保険者１人あたり給付月額は19,500円前後で横ばいに推移しています。サービ

ス種別にみると、在宅サービスの占める割合が高くなっています。 

第１号被保険者１人当たり給付月額を全国、滋賀県と比較すると、平成30年（2018年）

から全国、滋賀県を上回って推移しています。 

 

図表 サービス種別調整済み第１号被保険者１人当たり給付月額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※「調整済み」は、「第1号被保険者の性・年齢構成」と「地域区分別単価」の影響を除外するため、全国一律の場合として算出した数値 

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム  

 

図表 第１号被保険者１人１月あたり給付月額に関する全国、滋賀県比較 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
※「調整済み」は、「第1号被保険者の性・年齢構成」と「地域区分別単価」の影響を除外するため、全国一律の場合として算出した数値 

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム  
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（６）介護サービス別利用状況 

① サービス利用者数                                       単位：人 

 

第８期実績値 第８期計画値 対計画値の比率 

    令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

在宅サービス 

  訪問介護 3,642 3,669  3,804 3,984   95.7% 92.1%   

  訪問入浴介護 382 396  480 504   79.6% 78.6%   

  訪問看護 3,513 3,583  3,696 3,924   95.0% 91.3%   

  訪問リハビリテーション 722 797  852 888   84.7% 89.8%   

  居宅療養管理指導 1,527 1,758  1,740 1,812   87.8% 97.0%   

  通所介護 4,029 3,943  4,800 5,004   83.9% 78.8%   

  地域密着型通所介護 2,368 2,205  2,544 2,712   93.1% 81.3%   

  通所リハビリテーション 2,500 2,528  2,628 2,784   95.1% 90.8%   

  短期入所生活介護 1,431 1,558  1,440 1,476   99.4% 105.6%   

  短期入所療養介護（老健） 200 177  108 108   185.2% 163.9%   

  短期入所療養介護（病院等） 0 0  0 0   - -   

  短期入所療養介護（介護医療院） 0 0  0 0   - -   

  福祉用具貸与 9,473 9,854  9,852 10,236   96.2% 96.3%   

  特定福祉用具販売 168 151  156 156   107.7% 96.8%   

  住宅改修 158 154  120 120   131.7% 128.3%   

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護 12 11  12 12   100.0% 91.7%   

  夜間対応型訪問介護 12 12  12 12   100.0% 100.0%   

  認知症対応型通所介護 1,008 1,052  1,044 1,092   96.6% 96.3%   

  小規模多機能型居宅介護 838 855  900 996   93.1% 85.8%   

  看護小規模多機能型居宅介護 0 0  0 0   - -   

  介護予防支援・居宅介護支援 13,452 13,467  14,208 14,892   94.7% 90.4%   

居住系サービス 618 758  732 804   84.4% 94.3%   

  特定施設入居者生活介護 62 76  60 72   103.3% 105.6%   

  地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0  0 0   - -   

  認知症対応型共同生活介護 556 682  672 732   82.7% 93.2%   

施設サービス 4,396 4,575  4,260 4,320   103.2% 105.9%   

  介護老人福祉施設 1,750 1,988  1,620 1,680   108.0% 118.3%   

  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 919 914  924 924   99.5% 98.9%   

  介護老人保健施設 1,263 1,209  1,200 1,200   105.3% 100.8%   

  介護医療院 36 453  36 36   100.0% 1258.3%   

  介護療養型医療施設 447 49  480 480   93.1% 10.2%   

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム（介護サービス、介護予防サービスの合算）
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② サービス給付額                                          単位：千円 

給付額（単位：千円） 第８期実績値 第８期計画値 対計画値の比率 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

在宅サービス 1,740,392 1,764,257  1,873,595 1,980,084   92.9% 89.1%   

  

訪問介護 228,931 231,738  227,495 242,392   100.6% 95.6%   

訪問入浴介護 28,848 30,648  30,929 32,503   93.3% 94.3%   

訪問看護 135,719 139,318  154,850 166,382   87.6% 83.7%   

訪問リハビリテーション 20,136 23,178  20,613 21,647   97.7% 107.1%   

居宅療養管理指導 15,250 17,769 

 

14,976 15,587   101.8% 114.0%   

通所介護 303,371 286,580  338,650 354,437   89.6% 80.9%   

地域密着型通所介護 169,591 164,720 

 

190,430 202,135   89.1% 81.5%   

通所リハビリテーション 116,997 114,812  110,208 115,984   106.2% 99.0%   

短期入所生活介護 99,440 110,178  114,087 117,535   87.2% 93.7%   

短期入所療養介護（老健） 17,719 14,660 

 

9,927 10,078   178.5% 145.5%   

短期入所療養介護（病院等） 0 0  0 0   - -   

短期入所療養介護（介護医療院） 0 0  0 0   - -   

福祉用具貸与 119,863 128,682 

 

154,461 161,669   77.6% 79.6%   

特定福祉用具販売 3,886 3,572  3,818 3,818   101.8% 93.5%   

住宅改修 13,043 12,717  11,153 11,153   116.9% 114.0%   

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2,122 2,146  3,728 3,730   56.9% 57.5%   

夜間対応型訪問介護 2,959 3,229 

 

2,653 2,655   111.5% 121.6%   

認知症対応型通所介護 114,286 121,514  111,940 113,673   102.1% 106.9%   

小規模多機能型居宅介護 165,882 173,003 

 

180,613 201,198   91.8% 86.0%   

看護小規模多機能型居宅介護 0 0  0 0   - -   

介護予防支援・居宅介護支援 182,347 185,794 

 

193,064 203,508   94.4% 91.3%   

居住系サービス 162,052 198,426 

 

197,813 216,145   81.9% 91.8%   

  

特定施設入居者生活介護 11,488 16,144  10,511 12,622   109.3% 127.9%   

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0  0 0   - -   

認知症対応型共同生活介護 150,564 182,282  187,302 203,523   80.4% 89.6%   

施設サービス 1,271,175 1,344,231  1,229,145 1,245,708   103.4% 107.9%   

  

介護老人福祉施設 468,452 540,606 

 

435,241 451,364   107.6% 119.8%   

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 274,126 276,481  268,382 268,530   102.1% 103.0%   

介護老人保健施設 363,739 350,931  340,885 341,074   106.7% 102.9%   

介護医療院 13,741 163,105 

 

14,087 14,095   97.5% 1157.2%   

介護療養型医療施設 151,116 13,108  170,550 170,645   88.6% 7.7%   

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム（介護サービス、介護予防サービスの合算） 
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日枝中学校圏域

（N=732）

はい いいえ 不明・無回答

  
２ アンケート調査結果の概要 

（１）つながりの希薄化について 

 ■友人の家を訪ねているか、友人の相談にのっているかでは、女性の「はい」の割合が高

い一方、病人を見舞うことができるかでは、圏域別でみると「石部中学校圏域」で若干

低くなっています。男性の交友関係が希薄である点、地域によっては移動手段の確保が難

しい点などがうかがえます。 

 

 ■会・グループ、社会参加活動等への参加状況について、｢町内会・自治会｣等の割合が高

く、身近な地域での活動への参加が多いことがうかがえます。また、「収入のある仕事」

も 12.6％となっており、高齢期の仕事の機会の確保についても検討が必要です。 

 

 ■家族や友人・知人以外の相談相手について、「そのような人はいない」の割合が最も高

く、要介護認定を受けていない人や年齢が若いほど「そのような人はいない」の割合が

高くなっています。身近な相談場所、相手の確保と周知が必要であることがうかがえます。 

 

 ■会、グループの活動に参加している人ほど、幸福度の平均点(6.96 点)が高くなっていま

す。また、「ボランティアのグループ」「趣味関係のグループ」「学習・教養サークル」

などの自主的・主体的に参加している活動の方が、『参加している』人の幸福度の平均点が高

くなっています。 

 

 

≪ニーズ調査：家族や友人の相談にのっているか×性別クロス≫ 

 

 

 

 

≪ニーズ調査：病人を見舞うことができるか×日常生活圏域クロス≫ 
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33.6 
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男性（N=1,311）

女性（N=1,440）

はい いいえ 不明・無回答
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日枝中学校圏域

（N=732）

何度も相談している １度相談したことがある

知っているが、相談したことはない 知らない

不明・無回答

（２）生活圏域ごとの課題や、包括的な支援について 
■介護者の年齢は在宅介護実態調査で令和元年度調査に比べ 40 代、50 代の割合は増加

し、67.2％が 60 代以上、36.8％が 70 代以上となっており、老老介護の状況がうか

がえ、90 代の親を 60 代の子が介護しているような状況も増えていることが予測されます。 

 

 ■在宅介護実態調査では、介護のために仕事を辞めた介護者が約１割となっており、前回よ

りやや減少しています。 

 

 ■在宅介護実態調査では、充実させるべきサービスについて、「自宅で受けるサービス」

が 49.5％、「施設（特別養護老人ホームなど）」が 38.1％、「制度に関する情報提供」

が 36.3％、「気軽に相談できる窓口」が 33.5％となっています。施設等への入所・入

居の検討状況では 60.1％が「入所・入居は検討していない」となっており、在宅志向が

高いことがうかがえます。 

 

 ■「地域包括支援センター」への相談経験の有無について、『相談したことがある（「何

度も相談している」と「１度相談したことがある」の合計）』は、ニーズ調査では 9.6％、

在宅介護実態調査では 43.9％と大きく差があります。また、ニーズ調査では、圏域別

にみると『相談したことがある』は、『日枝中学校圏域』で最も低くなっています。 

 

≪在宅介護実態調査：主な介護者の年齢×年齢別クロス≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ニーズ調査：地域包括支援センターの認知度・利用経験×日常生活圏域クロス≫ 
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2.0 

3.4 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

甲西中学校圏域

（N=665）

石部中学校圏域

（N=703）

甲西北中学校圏

域（N=593）

日枝中学校圏域

（N=732）

はい いいえ 不明・無回答

29.3 

29.9 

33.4 

26.8 

65.0 

64.9 

60.5 

69.3 

5.7 

5.3 

6.1 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

甲西中学校圏域

（N=665）

石部中学校圏域

（N=703）

甲西北中学校圏域

（N=593）

日枝中学校圏域

（N=732）

はい いいえ 不明・無回答

（３）認知症への対応について 
 ■ニーズ調査では、物忘れの状況について、「物忘れが多いと感じる」が 43.5％と令和元

年度調査から 4.6 ポイント上昇しており、日枝中学校圏域で最も高くなっています。「何

月何日かわからないことがある」が 22.2％となっており、これらの結果から想定される

認知症につながるリスクがある人は 85 歳を超えると急増することがうかがえます。 

 

 ■本人や家族、友人・知人に認知症の方がいる割合は 9.1％ですが、自由記述においても

「認知症になったときの不安」に関する内容が 30 件と多いことや、在宅介護実態調査

において介護者が不安に感じる介護で、「認知症状への対応」が 29.8％と、令和元年度

調査から 4.4 ポイント低下していますが、引き続き高くなっています。 

 

■認知症に関する相談窓口の認知度はニーズ調査では 29.3％にとどまっており、特に日

枝中学校圏域で低く、地域包括支援センターの場所や機能を含めて、さらなる周知が必要で

あることがうかがえます。 

 

≪ニーズ調査：物忘れ×日常生活圏域クロス≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ニーズ調査：認知症の相談窓口の認知度×日常生活圏域クロス≫ 
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16.1 46.4 23.2 12.5 1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=56）

確保できている おおむね確保できている

あまり確保できていない 確保できていない

不明・無回答

5.0 

90.0 

10.0 

15.0 

20.0 

15.0 

5.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

離職率が高い・定着率が低い

募集しても応募がない

応募はあるが、採用できる人がいない

有資格者など、希望する人材が確保できない

利用者数が安定しないなど、

時期によって必要な人員が変動する

募集・採用にかかる経費が高い

その他

全体（N=20）

 

（４）介護人材の不足について 

 ■事業所調査では、介護人材の確保状況が『確保できてない（「確保できていない」「あまり確保で

きていない」の合計）』は３割以上となっています。外国人人材の活用について「すでに雇用

している」と「予定がある」の合計は３割程度となっています。 

 

 ■事業所調査では、離職者の平均勤続年数は、１～４年が 58％であり、離職理由は、「体

力・体調面の問題」や「職場の人間関係」が多くなっており、介護の職場の負担軽減の

検討や、定着しやすい職場環境の工夫など、介護保険事業者協議会と連携しながら取り

組むことが必要であることがうかがえます。 

 

■介護人材が不足している理由について、「募集しても応募がない」が９割となっておい

り、人材不足を解消するために必要な取組として、「介護職のイメージアップ」が 69％

となっており、介護職の魅力発信や職場環境の改善についても検討していくことが必要であ

ることがうかがえます。 

 

≪事業所調査：介護人材の確保状況≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪事業所調査：介護人材が不足している主な理由≫ 
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26.1 26.9

33.4
37.0

39.2

3.6 3.9
8.4 8.0

10.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

(2040)

令和32年

(2050)

令和42年

（2060）

65歳以上 85歳以上

（％）

0.45

0.57
0.73

1.03

1.91

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

(2040)

令和32年

(2050)

令和42年

（2060）

15歳未満 15-64歳 65-74歳 75-84歳 85歳以上

 
３ 日常生活圏域別の状況 

（１） 全市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 人口と世帯の推計 

■人口の推計                      ■令和５年を１.00 とした場合の年代別推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■65 歳以上割合、85 歳以上割合の推計     ■高齢者世帯の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

6,888 6,560 4,535 3,727 3,108

33,265 32,817

27,163
22,578

18,828

7,188 6,587

7,006

6,407

5,231

5,031 5,782

4,892

5,734

5,171

1,957 2,108

3,974

3,323

3,744

54,329 53,854

47,570

41,769

36,082

0

20,000

40,000

60,000

令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

(2040)

令和32年

(2050)

令和42年

（2060）

15歳未満 15-64歳 65-74歳 75-84歳 85歳以上

(人）

2,828 2,921 3,203 3,116 2,846 

3,117 3,219 3,525 3,429 3,139 

3,617 3,736 
4,097 3,995 

3,659 

9,562 9,876 
10,825 10,540 

9,644 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

（2040）

令和32年

（2050）

令和42年

（2060）

高齢者夫婦のみ 高齢者単身 その他

（世帯）

８期 ９期 長期推計 ８期 ９期 長期推計 

８期 ９期 長期推計 ８期 ９期 長期推計 

≪資料及び推計方法等≫ 

■いずれも 2023 年は実績値、以降は推計値。 

■人口及び世帯数は住民基本台帳、要支援・要介護認定者数及び認知症者

数は認定データに基づく数値。 

■人口推計は2019 年～2023 年実績を用いたコーホート変化率法により算出。 

■世帯、認定者、認知症者数の推計は 2023 年の実績値と高齢者数の推計を

用いて推計。 

日常生活圏域とは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続しな

がら、多様なサービスが受けられるよう、地理的条件、人口、交

通事情その他の社会的条件、介護サービスを提供するための施設

の整備状況等を勘案して定める区域のことで、本市では中学校区

ごとの４圏域を設定しています。 
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② 要支援・要介護認定者数の推計          ③ 認知症者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ニーズ調査結果からの分析 

■ニーズ調査におけるリスク分析（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ニーズ調査におけるリスク分析（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 265 344 326 352 
264 304 

412 380 410 
434 435 

613 563 608 380 417 

646 
580 

626 
266 262 

407 
367 

396 

257 271 

398 
363 

392 

251 
284 

437 

391 
422 

2,102 
2,238 

3,257 

2,970 
3,207 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

(2040)

令和32年

(2050)

令和42年

（2060）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

(人）

378 423 584 532 558 

268 304 
414 379 395 

538 
609 

853 
776 816 282 

316 

471 
420 

447 

48 
55 

79 
72 77 

102 
112 

153 

139 
142 

2 
2 

2 

2 
2 

1,618 
1,820 

2,557 

2,320 
2,436 

0

1,000

2,000

3,000

令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

（2040）

令和32年

（2050）

令和42年

（2060）

M

Ⅳ

Ⅲb

Ⅲa

Ⅱｂ

Ⅱa

Ⅰ

(人）
８期 ９期 長期推計 ８期 ９期 長期推計 

14.8% 
15.5% 

20.5% 

19.2% 
22.7% 

※総数の上の％は高齢者数に占める割合 ※総数の上の％は認定者数に占める自立度Ⅱa 以上の割合 

59.3% 
63.1% 

61.2% 

60.9% 
59.2% 

65～69歳

（N=608）

70～74歳

（N=874）

75～79歳

（N=583）

80～84歳

（N=399）

85～89歳

（N=201）

90歳以上

（N=79）

運動機能低下 6.1 10.9 13.2 21.6 37.3 64.6

転倒リスク 22.7 26.0 29.2 35.3 41.8 54.4

閉じこもり傾向 13.2 14.1 18.4 29.8 43.3 54.4

口腔機能低下 19.1 20.7 23.7 29.1 35.3 51.9

認知機能低下 37.0 40.3 46.0 47.4 59.2 54.4

うつ傾向 41.8 39.4 43.9 42.4 45.8 50.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
（％）

12.3 

26.8 

17.4 

23.5 

42.7 

40.1 

18.1 

31.0 

22.5 

24.6 

44.5 

43.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

運動機能低下

転倒リスク

閉じこもり傾向

口腔機能低下

認知機能低下

うつ傾向

（％）

男性（N＝1,282）

女性（N＝1,406）
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■地域活動への参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 

1.6 

45.4 

26.8 

37.2 

60.0 

7.6 

5.1 

4.4 

6.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加者として

企画・運営として

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 不明・無回答
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（２）甲西圏域（甲西中学校区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■いきいき百歳体操 

小学校区 会場 小学校区 会場 

石部 ふれあいの館（石部ボランティアセンター） 石部 松籟会館 

石部 石部老人福祉センター 石部南 石部南集会所 

石部 石部まちづくりセンター 石部南 宮の森集会所 

石部 岡出集会所 石部南 宝来坂集会所 

石部 秋桜舎   

 

■地域サロン 

行政区 サロン名 実施場所 

中央区 ピーチク・パーチク 中央東自治会館 

針区 針いきいきクラブ 針区 

しが健康医療生活協同組合 湖南・甲賀支部 医療生協介護予防事業 針 337－１ 

 

■サービス提供事業所の状況 

サービス種別 事業所数 サービス種別 事業所数 

居宅介護支援 5 認知症対応型通所介護 1  
訪問介護 5 小規模多機能居宅介護事業所 1  
訪問リハビリテーション 2 介護老人福祉施設 1  
通所介護 1 短期入所生活介護 1  
通所リハビリテーション 1 地域密着型特定施設入居者生活介護 1  
地域密着型通所介護 2 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 2  
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1,924 1,847 1,342 1,109 943

9,143 9,020
7,479

6,292
5,232

2,020 1,822

1,865

1,698
1,490

1,429 1,644

1,408

1,505

1,352

575 604

1,026

902

932

15,091 14,936

13,119

11,506

9,949

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

(2040)

令和32年

(2050)

令和42年

（2060）

15歳未満 15-64歳 65-74歳 75-84歳 85歳以上

(人） 

72 76 91 86 87 
76 84 103 96 97 

122 126 
154 156 146 

110 118 

170 154 156 74 73 

107 
97 99 

82 86 

118 
109 111 

82 
91 

129 
118 121 

618 
654 

872 
816 817 

0

300

600

900

令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

(2040)

令和32年

(2050)

令和42年

（2060）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

(人）

 

① 人口と世帯の推計 

■人口の推計                      ■令和５年を１.00 とした場合の年代別推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■65 歳以上割合、85 歳以上割合の推計     ■高齢者世帯の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 要支援・要介護認定者数の推計       ③ 認知症者数の推計 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.49
0.57
0.74
0.95

1.62

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

(2040)

令和32年

(2050)

令和42年

（2060）

15歳未満 15-64歳 65-74歳 75-84歳 85歳以上

26.7 27.2

32.8
35.7

37.9

3.8 4.0
7.8 7.8 9.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

(2040)

令和32年

(2050)

令和42年

（2060）

65歳以上 85歳以上

（％）

802 815 861 822 756 

916 931 983 939 863 

1,014 1,031 1,089 1,039 
956 

2,732 2,778 
2,933 2,801 

2,575 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

（2040）

令和32年

（2050）

令和42年

（2060）

高齢者夫婦のみ 高齢者単身 その他

（世帯）

104 114 144 134 131 

85 96 
115 109 106 

161 
179 

228 213 209 
97 

106 

148 
135 136 

15 
17 

25 
23 23 

31 
34 

45 
42 41 

1 

1 

1 
1 1 

494 
547 

707 
655 647 

0

200

400

600

800

令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

（2040）

令和32年

（2050）

令和42年

（2060）

M

Ⅳ

Ⅲb

Ⅲa

Ⅱｂ

Ⅱa

Ⅰ

(人）

８期 ９期 長期推計 ８期 ９期 長期推計 

８期 ９期 長期推計 ８期 ９期 長期推計 

８期 ９期 長期推計 ８期 ９期 長期推計 

※総数の上の％は高齢者数に占める割合 ※総数の上の％は認定者数に占める自立度Ⅱa 以上の割合 

15.4% 
16.1% 

20.3% 

19.9% 21.6% 

64.8% 
65.3% 

66.7% 
66.6% 67.1% 
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11.0 

30.4 

18.1 

22.4 

41.7 

39.0 

18.0 

30.5 

22.5 

26.3 

45.0 

42.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

運動機能低下

転倒リスク

閉じこもり傾向

口腔機能低下

認知機能低下

うつ傾向

（％）

男性（N＝326）

女性（N＝338）

6.5 

1.4 

46.5 

29.8 

35.6 

58.0 

7.7 

5.1 

3.8 

5.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加者として

企画・運営として

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 不明・無回答

65～69歳

（N=143）

70～74歳

（N=228）

75～79歳

（N=140）

80～84歳

（N=102）

85～89歳

（N=34）

90歳以上

（N=17）

運動機能低下 6.3 10.5 15.7 21.6 35.3 52.9

転倒リスク 28.7 26.3 26.4 41.2 41.2 52.9

閉じこもり傾向 16.3 12.7 18.6 37.3 35.3 50.0

口腔機能低下 22.0 20.6 24.4 31.3 37.5 64.7

認知機能低下 33.8 40.7 47.0 58.8 66.7 50.0

うつ傾向 39.0 40.8 50.4 42.1 40.6 40.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
（％）

④ ニーズ調査結果からの分析 

■ニーズ調査におけるリスク分析（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ニーズ調査におけるリスク分析（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域活動への参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全市結果よりプラス 3.0 ポイント以上は↑、マイナス 3.0 ポイント以上は↓（以下のグラフも同様） 
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⑤ 圏域の現状と課題 

 

現状と課題 

○65 歳から 69 歳までは、閉じこもり傾向の人の割合が市全体より高く、結果転倒リスク

も市全体より 5 ポイント高い傾向がある。75 歳から 79 歳はうつ傾向が市全体より 6･5

ポイント高く、80 歳から 89 歳は、認知機能低下のリスクが市全体より高い傾向があ

る。 

○地域活動への参加は参加者、企画・運営として既に参加している人は市全体と同程度

であり、参加意欲のある人（是非参加したい、参加したい）は市平均より 3 ポイント高

い。 

○現在どの程度幸せかについては 10 点満点中の平均点を日常生活圏域別でみると最

も高い。【7.12 点（市全体 6.96 点）】   〈介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より〉 

○困っている人を支援する力や連携する力や人材はあるが、困っている人がそのことを

発信しにくい傾向がある。 

○見守りが必要な高齢者に声をかける機会が少ない。 

〈令和 4 年度生活圏域地域ケア会議より〉 

課題への 

取組状況 

○普段から顔の見える関係がつくれる機会を増やし、ご近所で助け合える体制がとれる

地域づくりを進めている。            〈令和 4 年度生活圏域地域ケア会議より〉 
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（３）石部圏域（石部中学校区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■いきいき百歳体操 

小学校区 会場 小学校区 会場 

三雲東 三雲ふれあいセンター 三雲 平松草の根ハウス 

三雲東 妙感寺多目的集会所 三雲 社会福祉センター 

三雲 吉永公民館 三雲 中央東自治会館 

三雲 美松台集会所 三雲 こうせい駅前診療所 

三雲 赤松台自治会館 三雲 柑子まちづくりセンター 

三雲 針公民館   

 

■地域サロン 

行政区 サロン名 実施場所 

石部西区 なわてサロン 縄手集会所 

宮の森区 宮の森自治会福祉事業 宮の森二丁目６－４ 

石部南区 ひまわりサロン 南区団地集会所 

岡出区 陽だまりサロン 岡出自治会集会所 

東寺区 東寺すみれサロン 東寺多目的集会所 

西寺・丸山区 ふれあいサロン 西寺集会所 

 

■サービス提供事業所の状況 

サービス種別 事業所数 サービス種別 事業所数 

居宅介護支援 2 介護老人福祉施設 1  
訪問介護 2 介護老人保健施設 1  
通所介護 3 短期入所生活介護 2  
通所リハビリテーション 1 短期入所療養介護 1  
認知症対応型通所介護 1 地域密着型特定施設入居者生活介護 1  
緩和型通所介護（単独） 2 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 1  
小規模多機能居宅介護事業所 2    
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Ⅰ
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① 人口と世帯の推計 

■人口の推計                      ■令和５年を１.00 とした場合の年代別推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■65 歳以上割合、85 歳以上割合の推計     ■高齢者世帯の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 要支援・要介護認定者数の推計       ③ 認知症者数の推計        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総数の上の％は高齢者数に占める割合 ※総数の上の％は認定者数に占める自立度Ⅱa 以上の割合 

８期 ９期 長期推計 ８期 ９期 長期推計 

８期 ９期 長期推計 ８期 ９期 長期推計 

８期 ９期 長期推計 ８期 ９期 長期推計 

16.4% 
17.3% 

22.7% 

22.3% 
25.7% 

60.7% 

61.0% 

62.1% 

61.9% 
62.3% 
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④ ニーズ調査結果からの分析 

■ニーズ調査におけるリスク分析（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ニーズ調査におけるリスク分析（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域活動への参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

65～69歳

（N=158）

70～74歳

（N=204）

75～79歳

（N=155）

80～84歳

（N=97）

85～89歳

（N=61）

90歳以上

（N=25）

運動機能低下 3.8 9.8 12.3 19.6 41.0 72.0

転倒リスク 22.8 24.0 27.7 30.9 39.3 60.0

閉じこもり傾向 7.6 14.3 16.9 23.7 40.7 60.0

口腔機能低下 20.3 22.7 24.5 26.3 46.3 56.0

認知機能低下 36.5 35.9 48.1 42.6 59.3 64.0

うつ傾向 42.6 36.9 43.4 44.1 56.4 54.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
（％）
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⑤ 圏域の現状と課題 

 

現状と課題 

○84 歳までは介護が必要となる日常生活のリスクのすべての項目で市全体より

低く、現在の健康状態についても「とてもよい」「まあよい」が市全体より 2.2 ポイ

ント高い。 

○友人の家を訪ねているか、友人の相談にのっているかでは、市全体と比べると

若干低い。 

○地域活動への参加は、参加者、企画・運営として既に参加している人の割合が

市全体より 0.8 ポイント程度高い。 

○外出時の移動手段でタクシーの利用や徒歩の割合が市全体より高く、移動手

段の課題がうかがえる。       〈介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より〉 

○介護保険サービスの利用が始まると、近隣や地域との関わりが途絶えるケース

もみうけられる。 

○地域の絆があるためか、介護保険サービスの利用が必要と思われるケースで、

相談や介護保険サービスなどに繋がりにくいケースもある。 

〈令和 4 年度生活圏域地域ケア会議より〉 

課題への 

取組状況 

○介護保険サービスを利用しながら、今まで通り住み慣れた地域との関わりをも

ち、見守り支えあえる地域づくりを進めている。 

〈令和 4 年度生活圏域地域ケア会議より〉 
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（４）甲西北圏域（甲西北中学校区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■いきいき百歳体操 

小学校区 会場 小学校区 会場 

岩根 岩根まちづくりセンター 菩提寺 三上台自治会館 

岩根 岩根西区公民館 菩提寺 みどりの村自治会館 

岩根 十二防温泉ゆらら 菩提寺 菩提寺自治会館 

岩根 正福寺公民館 菩提寺 ひまわりサロン 

岩根 正福寺（丸保会館） 菩提寺北 サイドタウン自治会館 

岩根 花園ふれあいセンター 菩提寺北 イワタニランド自治会館 

岩根 朝国公民館 菩提寺北 近江台自治会館 

菩提寺 北山台自治会館   

■地域サロン 

行政区 サロン名 実施場所 

みどりの村区 生粋タイム みどりの村自治会館 

岩根花園区 ふれあいサロン 花園ふれあいセンター 

イワタニランド区 お茶の間サロン イワタニランド自治会館 

岩根西区 岩根西いきいき体操 岩根西公民館 

菩提寺まちづくり協議会 サロンでつどい 菩提寺まちづくりセンター 

北山台区 生粋講座・なごやかサロン 北山台区 

正福寺区 正福寺ふれあいサロン 正福寺公民館 

近江台区 えんがわ 近江台自治会館 

岩根まちづくり協議会 ふれあいサロン 岩根まちづくりセンター 

サークル ASoVo 倶楽部 サークル ASoVo 倶楽部 菩提寺まちづくりセンター 

ハイウェイサイドタウン区 いきいきひろば サイドタウン自治会館 

■サービス提供事業所の状況 

サービス種別 事業所数 サービス種別 事業所数 

居宅介護支援 2 小規模多機能居宅介護事業所 1  
訪問介護 2 介護老人福祉施設 1  
訪問看護 3 介護老人保健施設 1  
訪問リハビリテーション 1 短期入所生活介護 1  
通所介護 2 短期入所療養介護 1  
通所リハビリテーション 1 医療介護院 1  
地域密着型通所介護 2 地域密着型特定施設入居者生活介護 1  
認知症対応型通所介護 2 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 1  
緩和型通所介護（単独） 1    
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① 人口と世帯の推計 

■人口の推計                     ■令和５年を１.00 とした場合の年代別推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■65 歳以上割合、85 歳以上割合の推計     ■高齢者世帯の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 要支援・要介護認定者数の推計          ③ 認知症者数の推計 
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④ ニーズ調査結果からの分析 
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⑤ 圏域の取組状況と課題 

 

現状と課題 

○65 歳から 74 歳までと 85 歳から 89 歳は認知機能低下（物忘れがあるか、電話

番号を調べてかけているか、何月何日かわからない時があるに該当する人）と

65 歳から 69 歳はうつ傾向のリスクが市全体より 5 ポイント程度高く、70 歳以上

で運動機能の低下と転倒のリスクもやや高い傾向にある。 

○物忘れが多いと感じるかについては「いいえ」が市全体より 1.8 ポイント高い。 

○地域活動への参加は参加者、企画・運営として既に参加している人は市全体よ

り低く、参加意欲のある人（是非参加したい、参加したい）は市平均より２ポイン

ト高い。 

○外出する際の移動手段について、「自動車（自分で運転）」の割合が７割以上で

あり市全体の割合が 66.3％となっており、他圏域より高く、徒歩や「路線バスの

利用」も市全体より 3 ポイント程度高い。 

○地域包括支援センター支所に一度相談したことがある人は市全体より高い。

〈介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より〉 

○2040 年度には要支援・要介護認定者の数と認知症者の数がともに日常生活圏

域の中で最も高くなると推計される。〈人口推計は 2019 年～2023 年実績を用い

たコーホート変化率法により〉 

○菩提寺地域は、地域のネットワークが自然にできており、岩根地域は困っている

人に対して、支援が必要と気づく力は高い。 

〈令和 4 年度生活圏域地域ケア会議より〉 

課題への 

取組状況 

○菩提寺地域は、現在の地域ネットワークをさらに強固で重層的なものとなるよう

に地域づくりを進めている。      〈令和 4 年度生活圏域地域ケア会議より〉 

○岩根地域は、相談しやすい地域づくりの取組みを進めている。 

〈令和 4 年度生活圏域地域ケア会議より〉 
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（５）日枝圏域（日枝中学校区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■いきいき百歳体操 

小学校区 会場 小学校区 会場 

水戸 団地北草の根ハウス 下田 堂の城区集会所 

水戸 団地中草の根ハウス 下田 大谷区集会所 

水戸 団地南草の根ハウス 下田 まつかぜ会館 

下田 下田西区集会所 下田 桐山団地自治会館 

下田 中山区集会所 下田 日の出ハウス 

下田 緑ヶ丘区集会所   

■地域サロン 

行政区 サロン名 実施場所 

大谷区 レインボークラブ 大谷区 

湖南工業団地北区 いきいきクラブ 北区草の根ハウス 

水戸学区まちづくり協議会 ふれあいサロン 中区草の根ハウス 

下田東区 東ことぶき会元気クラブ 日の出ハウス 

下田南区 下田南ことぶき会 下田南区集会所 

堂の城区 安心応援ハウス設置運営事業 堂の城自治会自治会館 

中山区 中山なごみ会 中山区集会所 

下田西区 下田西ことぶき会 下田西区集会所 

■サービス提供事業所の状況 

サービス種別 事業所数 サービス種別 事業所数 

居宅介護支援 1 認知症対応型通所介護 1  
訪問介護 2 緩和型通所介護（単独） 1  
訪問看護 1 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 1  
地域密着型通所介護 2    
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高齢者夫婦のみ 高齢者単身 その他

（世帯）
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M

Ⅳ

Ⅲb

Ⅲa

Ⅱｂ

Ⅱa

Ⅰ

(人）

1,610 1,564 1,189 1,063 940

7,748 7,743
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5,338
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1,475
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要介護１

要支援２

要支援１

(人）

 

① 人口と世帯の推計 

■人口の推計                       ■令和５年を１.00 とした場合の年代別推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■65 歳以上割合、85 歳以上割合の推計      ■高齢者世帯の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 要支援・要介護認定者数の推計         ③ 認知症者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

0.58

0.69

1.04

1.30

2.18

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

(2040)

令和32年

(2050)

令和42年

（2060）

15歳未満 15-64歳 65-74歳 75-84歳 85歳以上

21.5 21.9
26.6

31.5
34.3

2.8 3.2
5.9 5.5 7.5

0.0

10.0

20.0
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40.0
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令和５年

（2023）

令和７年

（2025）

令和22年

(2040)

令和32年
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（2060）

65歳以上 85歳以上

（％）

※総数の上の％は高齢者数に占める割合 ※総数の上の％は認定者数に占める自立度Ⅱa 以上の割合 

８期 ９期 長期推計 ８期 ９期 長期推計 

８期 ９期 長期推計 ８期 ９期 長期推計 

８期 ９期 長期推計 ８期 ９期 長期推計 

13.8% 
15.2% 

18.0% 16.2% 

19.3% 

55.5% 

55.8% 

56.7% 56.1% 

56.6% 
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65～69歳

（N=148）

70～74歳

（N=183）

75～79歳

（N=128）

80～84歳

（N=108）

85～89歳

（N=76）

90歳以上

（N=17）

運動機能低下 6.8 7.7 12.5 22.4 34.2 70.6

転倒リスク 21.6 23.0 27.3 38.2 44.7 47.1

閉じこもり傾向 11.5 13.2 18.0 28.9 52.6 64.7

口腔機能低下 13.8 16.9 25.0 32.4 25.7 66.7

認知機能低下 34.0 45.2 41.0 47.9 52.6 50.0

うつ傾向 42.5 38.4 47.2 54.8 37.8 75.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
（％）

13.8 

29.3 

19.1 

26.1 

46.9 

37.8 

19.8 

29.4 

23.7 
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47.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

運動機能低下

転倒リスク

閉じこもり傾向

口腔機能低下

認知機能低下

うつ傾向

（％）

5.7 

1.6 

45.4 

26.1 

37.0 

61.5 

7.9 

5.3 

4.0 

5.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加者として

企画・運営として

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 不明・無回答

④ ニーズ調査結果からの分析 

 

■ニーズ調査におけるリスク分析（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ニーズ調査におけるリスク分析（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域活動への参加意向 
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⑤ 圏域の取組状況と課題 

 

現状と課題 

○75 歳からのうつ傾向のリスクが市全体より 4 ポイント程度高く、80 歳から 84 歳で

運動機能低下、転倒リスク、閉じこもり傾向、口腔機能低下、うつ傾向が市全体

より高い。  

○「物忘れが多いと感じるか」で「はい」と回答した人は、令和元年度調査から 4.6

ポイント上昇しており、他圏域の中で最も高く市全体に比べて、4 ポイント高い。 

○地域包括支援センターへの相談経験の有無について、「相談したことがある」

は、他の圏域に比べると最も低い。 

○地域活動への参加は参加者、企画・運営として既に参加している人は市全体よ

り 0.2 ポイント程度高く、参加者として参加意欲のある人（是非参加したい、参加

したい）は市平均より 0.3 ポイント高い。 

○外出する際の移動手段について、自動車（人にのせてもらう）の割合が市全体よ

り 1.6 ポイント高く、「路線バス」の割合は市全体より 5.1 ポイント高く他圏域の中

で最も高い。              〈介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より〉 

○昔からある地域と、新興住宅が混在しており、地域とのつながりにも差がみられ

る。 

○一部のケースでは、周囲からの支援を拒むこともあるが、民生委員などの地域

の支援者が地域資源の情報収集や発信に力を入れている。  

 〈令和 4 年度生活圏域地域ケア会議より〉 

課題への 

取組状況 

○地域と関わりにくさがあるケースとつながるために、支援ネットワークや地域資

源をつくり、支援者が複数で関わるネットワークのある地域づくりを進めている。      

〈令和 4 年度生活圏域地域ケア会議より〉 
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４ 第８期湖南市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の評価・検証・課題 
 

（１）事業評価結果 

第８期計画において位置づけた 113 事業のうち、計画通りに「A できた」は 68 事業

（60.2％）、「B どちらともいえない」は 32 事業（28.3％）、「C できなかった」は

13 事業（11.5％）となっています。 

「C できなかった」事業について、コロナ禍の影響による出前講座や各種研修など実施す

ることが難しかった事業や、医療と介護の連携に関する事業、チェックリストの活用推進に

関する事業などが挙げられます。 

 

■事業評価結果の一覧 

基本目標 A B C 合計 

Ⅰ いつまでも、いきいきと、自分らしく暮らせるまち 9 6 0 15 

 １．生きがいづくりと社会参加活動の促進 3 3 0 6 

２．健康づくりと介護予防、自立支援の推進 6 3 0 9 

Ⅱ 安心して住み慣れた地域で暮らせるまち 38 14 8 60 

 ３．支えあいの地域づくり 3 2 1 6 

４．緊急時・災害時等に係る体制整備 5 1 0 6 

５．総合的な認知症ケアの体制づくり 10 3 1 14 

６．権利擁護の推進 8 1 1 10 

７．医療と介護の連携 4 2 5 11 

８．地域包括支援センターの機能強化 8 5 0 13 

Ⅲ 自分に合った介護サービスを適切に利用できるまち 21 12 5 38 

 ９．介護保険サービスや住まい等の基盤整備 8 8 3 19 

10．介護保険事業の円滑な運営 13 4 2 19 

合計 68 32 13 113 

※評価基準 A：できた  B：どちらともいえない  C：できなかった 
 
■「C できなかった」事業一覧 

基本目標Ⅱ 

安心して住み慣れた地域で暮らせるまち 

基本目標Ⅲ 

自分に合った介護サービスを適切に利用できるまち 

■外出支援サービス事業 

■専門医療機関、認知症サポート医、かかりつけ医との

連携 

▲区・自治会や企業等への出前健康講座等による権利

擁護・虐待防止啓発活動の推進 

■在宅医療・介護連携支援コーディネーターによる関係

者への相談支援の充実 

▲介護職種等を対象とした医療教育に関する研修の実施 

▲グループワーク等の多職種参加型研修の実施 

▲出前講座の実施 

▲在宅看取りについての啓発の実施 

■訪問型サービスＣ（訪問型短期集中予防サービス事業） 

■介護職人材養成のための支援 

■共生型サービスの提供 

■国保連合会介護給付適正化システムの活用 

■チェックリストの活用推進 

 
※「▲」はコロナ禍の影響があった事業 
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（２）評価結果などからの主な課題 

課題１ 地域コミュニティのつながりの希薄化 

コロナ禍において交流・参画機会が減少したことを一つの背景として、地域や市民の意識

面で、人とのつながりや助けあい・支えあいが薄れていることが懸念されます。 

また、地域の中で困難を抱える人が、周囲に支援を求めるなど発信が少ないことや、発信

先がわからないことにより、適切な支援につながらないことが課題となっています。 

高齢者自身による「自助」、地域や公的支援などの「共助・公助」両面からの力が今後さ

らに弱体化してしまうおそれがあり、日頃から地域におけるコミュニティ機能の強化や、市

民一人ひとりの意識啓発が必要です。 

 

課題２ 包括的な支援体制の必要性の高まり 

本市では令和７年（2025年）以降、前期高齢者よりも後期高齢者の割合の方が高くなる

ことが見込まれており、一人暮らし高齢者の増加や、高齢者夫婦による老老介護など、支援

を必要とする人や家庭のさらなる増加が予測されます。また、高齢者を介護する世代の介護

離職についても社会問題の一つとなっています。 

よりきめ細かく、身近な地域において相談や支援につながることができるよう、生活圏域

（中学校区）ごとの違いも考慮しながら、これまで取り組んでいる地域包括推進ケア体制の

さらなる充実を図るとともに、高齢者福祉という枠組みにとらわれない包括的・重層的な支

援体制の整備が必要です。 

 

課題３ 認知症者の増加に対応できる地域づくり 

運動機能の低下から閉じこもり状態となり、認知症リスクが高まる 85 歳以上の人口が増

加することが予測される中で、要介護認定者の増加も見込まれます。 

介護をする人が不安を感じる介護については「認知症状への対応」が多く、認知症になっ

ても、また、家族に認知症の人がいても適切なサービスや支援を受けながら暮らすことがで

きる地域としていくことが必要です。 

さらに、認知症になった際の適切な受診やサービス利用を促すことで、認知症による介護

者の負担を減少させ、在宅での生活を継続できるようにすることが必要です。 

 

課題４ 介護に関わる人材の確保・育成 

 要支援・要介護認定者の増加に伴い、介護ニーズの増大が予測される中で、事業所では、

介護人材が十分に確保できていない状況がうかがえます。介護現場における就業条件の見直

しや研修参加の促進による人材育成、外国人、元気な高齢者などを含めた介護サービスに携

わる多様な人材の確保を図るとともに、地域における支えあいなどのインフォーマルなサー

ビスの担い手となる人材の確保・育成が必要です。 
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第 ３ 章 計画の基本理念・基本目標 

 

１ 計画の基本理念 
本市では、介護が必要となっても、また高齢者のみの世帯やひとり暮らしであっても、高

齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、地域包括ケ

アシステムの構築を図ってきました。コロナ禍を経て、地域のつながりの希薄化が懸念され

る中で、本市では中学校区ごとへの地域包括支援センターの設置を予定しているとともに、

重層的支援体制の整備により、これまで以上に身近な地域における相談・支援の体制の強化

を図ることを目指しています。 

高齢者をはじめ、全ての市民が住み慣れた地域でともに支えあいながら、生きがいを持ち、

安全で快適に暮らすことのできる地域づくりを推進するため、第８期計画から引き続き、本

計画の基本理念を「高齢者がいきいきと自分らしく、住み慣れた地域で 安心して暮らせるま

ち 湖南市」と定めます。 

 

 

 

 

 
 

２ 基本目標 
 基本理念に掲げたまちの姿を実現するため、次の３つを基本目標として基本施策を展開す

るとともに、第９期計画期間において特に重視する課題の解決につながる分野横断的な取組

を重点施策として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 

いつまでも、いきいきと、 

自分らしく暮らせるまち 

基本施策１  

生きがいづくりと 

社会参加活動の促進 

基本施策２  

健康づくりと介護予防、 

自立支援の推進 

 

基本施策６ 

介護保険サービスや 

住まい等の基盤整備 

基本施策７ 

介護保険事業の円滑な運営 

基本目標２ 

安心して住み慣れた地域で 

暮らせるまち 

基本目標３ 

自分に合った介護サービスを 

適切に利用できるまち 

基本施策３  

緊急時・災害時に係る 

体制整備 

基本施策４ 

権利擁護の推進 

 

基本施策５ 

医療と介護の連携 

重点施策１  

支えあい 

の地域づくり 

重点施策２  

地域包括ケアシステム 

の向上・推進 

重点施策３  

総合的な認知症ケアの 

体制づくり 

重点施策４  

介護人材の確保・育成及び 

介護現場の能率・効率向上の推進 

高齢者がいきいきと自分らしく、 

住み慣れた地域で 安心して暮らせるまち 湖南市 
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３ 第９期計画施策一覧 
 

重点施策１．支えあいの地域づくり 

  

①多様な主体による生活支援の取組 

ⅰ 地域支えあい推進員の活動の充実 

ⅱ 地域支えあい推進会議の充実 

ⅲ 生活圏域ごとの生活支援体制づくり（生活支援体制整備事業） 

ⅳ 生活圏域ごとの課題に応じた事業の推進 

②生活支援の充実 
ⅰ 様々な生活支援などを通じた高齢者の見守り 

ⅱ 市民等が担い手となる新たな生活支援の検討 
 

重点施策２．地域包括ケアシステムの向上・推進 

  

①地域包括支援センターの体制整備 

ⅰ 日常生活圏域ごとの地域包括支援センターの周知 

ⅱ 地域包括支援センター運営のための専門職の計画的な確保 

ⅲ 専門職の研修会の積極的な受講 

②地域包括支援センター業務の着実な執行 

ⅰ 総合相談事業の充実 

ⅱ 介護予防ケアマネジメントの推進 

ⅲ 包括的・継続的マネジメント支援 

ⅳ 生活圏域ごとの地域ケア会議の推進 

ⅴ 介護予防事業の推進 

ⅵ 生活支援サービスの体制整備 

ⅶ 認知症施策の推進 

ⅷ 高齢者虐待防止対策の推進 

ⅸ 在宅医療・介護の連携の推進 

③地域包括支援センター業務の継続的な評価・点検 
ⅰ ＰＤＣＡサイクルによる事業評価の実施 

ⅱ 地域包括支援センター運営協議会への報告と検証 
 
重点施策３．総合的な認知症ケアの体制づくり 

  

①認知症の正しい知識の普及啓発 

ⅰ 認知症の理解の啓発と幅広い認知症サポーター養成 

ⅱ 市民や企業等への学びの場づくり 

ⅲ 認知症ケアパスの普及・啓発 

ⅳ 本人ミーティングによる認知症の人が自分の言葉で語る機会の創出 

②予防と早期対応の仕組づくり 

ⅰ 認知症初期集中支援チームの活動の推進 

ⅱ 専門医療機関、サポート医、かかりつけ医との連携 

ⅲ 認知症の進行予防への取組 

③認知症になっても安心して暮らせる地域づくりの推進 

ⅰ 認知症の人を見守るまちづくりの推進 

ⅱ 安心して外出できる地域づくりの推進 

ⅲ 若年性認知症に関する理解の促進と相談窓口の啓発 

ⅳ 認知症施策推進基本計画の施策の推進 
 
重点施策４．介護人材の確保・育成及び介護現場の能率・効率向上の推進 

  

①介護を支える人材の育成・支援 

ⅰ 家族の介護離職を減らす取組の推進 

ⅱ 介護人材の確保のための支援 

ⅲ 介護保険事業者協議会との連携 

ⅳ 介護現場の能率・効率向上 
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基本目標１ いつまでも、いきいきと、自分らしく暮らせるまち 
 
基本施策 1．生きがいづくりと社会参加活動の促進 

  

①生きがいサービスと居場所づくりの推進 
ⅰ 人と人がつながりあえる地域の推進 

ⅱ サロンスタッフ交流会の開催とボランティアスタッフの養成 

②社会活動への参加促進 

ⅰ 生活支援の担い手の養成 

ⅱ 学びの場づくり・活動支援 

ⅲ 老人クラブ活動の支援 

ⅳ シルバー人材センターとの連携 
 

基本施策２．健康づくりと介護予防、自立支援の推進 

  

①健康づくりと介護予防事業の一体的実施の推進 

ⅰ 健康相談事業 

ⅱ 介護予防把握事業 

ⅲ 介護予防普及啓発事業「出前健康講座」 

ⅳ 地域介護予防活動支援事業 

②自立支援の推進 
ⅰ 地域リハビリテーション活動の支援 

ⅱ 自立支援のケアマネジメント方針の周知 

 

基本目標２ 安心して住み慣れた地域で暮らせるまち 
 

基本施策３．緊急時・災害時等に係る体制整備 

  

①緊急時・災害時の支援対策の強化 

ⅰ 安心して地域で生活できる体制づくり 

ⅱ 災害発生時にむけた支援体制の強化 

ⅲ 福祉避難所などの利用促進 

ⅳ 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進 

②災害時や感染症に対する体制整備の推進 

ⅰ サービス提供者間の互助体制の整備・充実 

ⅱ 感染症などが発生した時の介護関連施設・事業所間の応援派遣事業 

ⅲ 市民や事業者に対する啓発 
 
基本施策４．権利擁護の推進 

  

①権利擁護のための関係機関との連携強化 

ⅰ 虐待対応支援ネット等の活用及び医療機関・警察等との関係づくり 

ⅱ 虐待防止等連携協議会の運営 

ⅲ 権利擁護支援センター（ぱんじー）等関係機関との連携 

ⅳ 成年後見制度の利用の促進 

②権利擁護、虐待防止のための啓発 
ⅰ パンフレット、チラシ、ホームページ等による相談窓口の周知 

ⅱ 講座等による啓発活動の推進 

③迅速で適切な虐待対応 

ⅰ ケアマネジャー等関係者への虐待対応の周知に関する研修会の実施 

ⅱ 虐待終結に向けた適切な対応 

ⅲ 適正なサービス利用の促進による介護負担の軽減 

 

基本施策５．医療と介護の連携 

  

①連携の課題抽出と対応の協議 

ⅰ 地域の医療・介護資源の把握と活用 

ⅱ 在宅医療・介護連携の課題抽出 

ⅲ 切れ目ない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

②医療と介護の連携拠点の充実 ⅰ 在宅医療・介護連携に関する相談支援の充実 

③在宅医療・介護の啓発 ⅰ 地域住民などへの普及啓発 

④多職種・多機関との連携推進 
ⅰ 医療・介護関係者の情報共有の支援 

ⅱ 多職種研修の実施 
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基本目標３ 自分に合った介護サービスを適切に利用できるまち 
 

基本施策６．介護保険サービスや住まい等の基盤整備 

  

①在宅生活を支えるための介護サービスの整備 
ⅰ 介護予防・日常生活支援総合事業 

ⅱ 介護保険サービスの充実 

②介護保険施設サービス利用の適正化 ⅰ 特例入所の適切な入所判定 

③サービスの質の向上 

ⅰ 自己評価と第三者評価の推進 

ⅱ 介護保険サービスの質の向上 

ⅲ 介護保険事業者協議会などとの連携 

④介護者の負担軽減や知識・技術習得の支援 

ⅰ 家族介護者交流事業 

ⅱ 在宅寝たきり高齢者や進行した認知症の介護を継続的にし

ている家族の支援 

ⅲ ヤングケアラーの実態把握と支援 

⑤多様な住まいや交通環境の確保 
ⅰ 多様な住まい方を支える支援 

ⅱ 高齢者にやさしい交通環境の確保 

 

基本施策７．介護保険事業の円滑な運営 

  

①介護認定の適正化 

ⅰ 専門職による認定調査内容の点検 

ⅱ 調査員研修会の実施 

ⅲ 合議体間の平準化 

②給付の適正化の推進 
ⅰ 事業者実地調査の実施 

ⅱ 住宅改修・福祉用具の事前申請の適正化 

③ケアマネジメントの適正化 

ⅰ ケアプランの点検 

ⅱ 地域ケア会議におけるケアマネジメントの支援 

ⅲ 例外利用検討会議の実施 

④介護予防・日常生活支援総合事業の適切な運営 
ⅰ チェックリストの活用推進 

ⅱ 総合事業の啓発と周知 

⑤受給者の理解の促進 ⅰ 介護保険制度の正しい理解の促進 

⑥適正な財政運営の推進 
ⅰ 収入に応じたきめ細やかな負担額の設定 

ⅱ 適正な債権管理事務の執行 

⑦計画の進捗管理と評価 

ⅰ 目標・達成度の評価・点検 

ⅱ 介護保険運営協議会への報告と検証 

ⅲ 庁内連携の推進  
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第２部 各論 施策の展開 
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第 １ 章 重点施策 
 

重点施策１．支えあいの地域づくり 
 

≪施策の進捗を測る指標≫ 
 単位 令和４年実績 令和８年目標 

市民主体の生活支援の取組実数 数 0 2 

給食サービス調理・配達実数（ボランティアセンター） 回 887 890 

生活支援サポーター訪問回数（ボランティアセンター） 回 200 205 

地域の活動について「会・グループにどれぐらいの頻度で参

加していますか」の町内会・自治会に参加している人の割合  

※ 

％ 37.6 40.0 

家族や友人・知人以外で相談する相手がいる人の割合※ ％ 64.2 65.0 

ごみ出しや、家事を手伝ってくれる人がいる人の割合 ※ ％ 57.4 58.0 

出典：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査・事業所調査より※ 以下同じ 

 

≪施策に関する主な課題と取組の方向性≫ 

① 多様な主体による生活支援の取組               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

≪主な課題≫ 

■地域での取組状況の格差を防ぐため、取り組まれている内容の情報共有を図るととも

に、地域の実情に応じた地域課題や目標設定・共有などの支援が必要 

■第１層（全市）、第２層（小学校区）、第３層（個別サービス）各段階でのコーディネ

ートが互いに連携した取組が必要 

■地域の誰もが支えあい活動に関心を持ち、協力できる仕組が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 地域支えあい推進員の活動の充実 

■第２層地域支えあい推進員を第 1 層地域支えあい推進員が指導・助言する体制の整備

や、各推進員が研修を受ける機会を持つことで、地域全体を見渡し、事業をプロデュー

スする力を養います。 
 
ⅱ 地域支えあい推進会議の充実 

■広く地域住民を巻き込みながら地域課題の解決につなげることができるよう、柔軟な会

議開催の支援を行います。 
 

ⅲ 生活圏域ごとの生活支援体制づくり（生活支援体制整備事業） 

■生活支援・介護予防の取組やインフォーマルの取組などにより、生活支援体制の充実を

図ることができるよう、市民が地域活動に協力しやすい仕組づくりを行います。 
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② 生活支援の充実                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪市民や地域に期待すること≫ 
 

 

 

 

 

 

■身近な地域で、支援を必要とする高齢者への声かけや見守りなど、気軽にできることか

ら支えあいの担い手の一員としての意識を高めることに取り組んでみましょう。 

≪主な課題≫ 

■認知症者や高齢者のみの世帯の増加などを踏まえ、見守りや家事支援などの生活支援の

取組の立ち上げにおいて、元気な高齢者や世代を問わず市民自らが生活支援の担い手と

して活躍する体制が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 様々な生活支援などを通じた高齢者の見守り 

■高齢者との接点を持つことができる事業を通じたひとり暮らし高齢者等の見守りを行

います。 
 

ⅱ 市民等が担い手となる新たな生活支援の検討 

■地域支えあい推進員などの市民が主体となる新たな生活支援について検討します。 

≪取組の方向性≫ 

ⅳ 生活圏域ごとの課題に応じた事業の推進 

■生活圏域ごとの課題に応じた取組につなげることができるよう、地域資源に関する情報

共有を行います。 
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重点施策２．地域包括ケアシステムの向上・推進 
 

≪施策の進捗を測る指標≫ 
 単位 令和４年実績 令和８年目標 

生活圏域ごとの地域ケア会議の開催数 回 ５ ５ 

生活圏域ごとの地域包括支援センターの認知度※ ％ 

甲西  48.6 

石部  46.8 

甲西北 50.6 

日枝  46.7 

甲西  51.6 

石部  48.8 

甲西北 52.6 

日枝  48.7 

出典：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査・事業所調査より※ 以下同じ 

 

≪施策に関する主な課題と取組の方向性≫ 

① 地域包括支援センターの体制整備             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な課題≫ 

■生活圏域ごとに設置している地域包括支援センターの質の確保、ならびに体制整備・充

実が必要 

■身近な相談しやすい場所への設置や、機会をとらえた相談場所の啓発が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 日常生活圏域ごとの地域包括支援センターの周知 

■市内４か所に設置している地域包括支援センターについて、日常生活圏域ごとにおける

身近な支援や相談の拠点となるよう、市民に対して場所や機能などの周知を図ります。 
 
ⅱ 地域包括支援センター運営のための専門職の計画的な確保 

■市内４か所に設置している地域包括支援センターにおいて必要となる専門職を確保し

ます。 
 
ⅲ 専門職の積極的な研修会の受講 

■各種研修に係る情報提供や費用助成など、地域包括支援センターの職員の資質向上を支

援します。 
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② 地域包括支援センター業務の着実な執行             
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

≪主な課題≫ 

■設置して日が浅く、相談窓口としての認知度が低いとともに、相談後につなげるサービ

スが不足している。 

■介護予防ケアマネジメントにおいて、インフォーマルな資源の活用と、ケアマネジャー

の確保が必要 

■包括的・継続的ケアマネジメント支援を、各センターで実施する体制に移行することが

必要 

■重層的支援体制整備事業に関わる一部の事業において、属性や世代を問わない包括的な

相談支援等を担うことが必要  

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 総合相談事業の充実 

■民生委員・児童委員、地域まちづくり協議会、地域支えあい推進員との連携を深めると

ともに、ホームページなどを活用した地域包括支援センターの周知により、適切な相談

支援とその後のサービス利用を促進します。 
 

ⅱ 介護予防ケアマネジメントの推進 

■日常生活圏域ごとの地域包括支援センターへの専門職の配置により、介護予防事業や予

防給付が効果的・効率的な提供につながる介護予防ケアマネジメントを実施します。 

■生活支援コーディネーターとの連携や、地域ケア会議とも連動させながら、インフォー

マルな地域資源の開発・活用を図ります。 
 
ⅲ 包括的・継続的マネジメント支援 

■居宅介護支援事業者対象の会議について、４つの地域包括支援センターで協力して実施

できる体制を確立することで情報交換や資質の向上、事業所間の連携強化を図ります。 

■居宅介護支援事業所などの地域の拠点と連携し、重層的支援体制整備事業等による障が

い者福祉や児童福祉などの連携を推進します。 

■属性や世代を問わない包括的な相談支援等を実施します。 
 

ⅳ 生活圏域ごとの地域ケア会議の推進 

■４つの地域包括支援センターにおいて、個別地域ケア会議では多職種協働による個別課

題から地域課題の抽出を行い、生活圏域ごとの地域ケア会議ではその課題を共有し解決

に向けて協議します。 
 

ⅴ 介護予防事業の推進 

■地域からの依頼に応じて、フレイル予防をはじめとした介護予防知識の普及、活動の周

知、参加者や支援者の増加、支援者との連携を行います。 
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③ 地域包括支援センター業務の継続的な評価・点検           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪市民や地域に期待すること≫ 
 

 

 

 

■相談できる場所として地域包括支援センターの場所や機能を確認してみましょう。 

■知り合いからの介護に関する相談を受けた際には、地域包括支援センターなどの相談窓

口を伝えたり、必要な時は相談窓口につなげていきましょう。 

 

≪主な課題≫ 

■生活圏域ごとに設置する地域包括支援センターの体制・運営状況について適切に評価を

行い、質の平準化に努めることが必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ ＰＤＣＡサイクルによる事業評価の実施 

■各地域包括支援センターが、事業運営に評価結果が活かせるよう、各事業の目標の達成

度及び実施後の効果について検証します。 
 

ⅱ 地域包括支援センター運営協議会への報告と検証 

■検証結果を地域包括支援センター運営協議会に報告し、ＰＤＣＡサイクルによる事業の

進捗管理と見直し等を行います。 

≪取組の方向性≫ 

ⅵ 生活支援サービスの体制整備 

■地域支えあい推進員の活動を通じた地域資源や課題の把握、協議の場を設置するととも

に、課題解決に向けた住民主体の取組やインフォーマルサービスなどの地域資源を創出

します。 

ⅶ 認知症施策の推進 

■認知症サポーター養成講座の開催や、認知症カフェや相談会、本人ミーティングの開催

など本人や家族が認知症についての相談や情報を得るための取組、早期に治療や支援に

つなげるための相談支援を実施します。 

■認知症ケアパスの見直しを行い、利用できる制度や相談先などについて、わかりやすく

位置づけます。 

ⅷ 高齢者虐待防止対策の推進 

■地域包括支援センターと権利擁護支援センターなどの関係機関との連携により、虐待対

応等権利擁護支援を行います。 
 

ⅸ 在宅医療・介護の連携の推進 

■在宅医療・介護の連携について、多職種間での連携を行い、現状・課題の把握、適切な

対応につなげます。 
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重点施策３．総合的な認知症ケアの体制づくり 
 

≪施策の進捗を測る指標≫ 
 単位 令和４年実績 令和８年目標 

認知症サポーター数（認知症サポータ―がいる店数） 人（箇所） 5413（28） 6200(36) 

認知症キャラバンメイト数 人 66 81 

認知症カフェの参加者数 人 238 300 

おかえりネットワークの新規登録者数 人 20 25 

チームオレンジ活動件数 件 ０ ８ 

 

≪施策に関する主な課題と取組の方向性≫  
① 認知症の正しい知識の普及啓発          
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

≪主な課題≫ 

■世代を問わず認知症についての正しい理解を普及するため、認知症サポーター養成講座

の受講促進が必要 

■認知症サポーター養成講座について、若年層・中年層（10～50 歳代）が認知症の理解

を深めるために、受講につながる呼びかけの工夫が必要 

 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 認知症の理解の啓発と幅広い認知症サポーター養成 

■小中学校や高校、商工会、商店や電気ガス・宅配事業所等に認知症サポーター養成講座

を受講してもらうなど、地域における認知症に対する理解を深め、見守り体制の充実を

図ります。 
 

ⅱ 市民や企業等への学びの場づくり 

■講演会等を通じた認知症に関する学びの場の確保を行います。 

■商工会などへの働きかけにより、認知症サポーター養成講座の開催や若年性認知症の早

期発見に努めます。 
 

ⅲ 認知症ケアパスの普及・啓発 

■認知症サポーター養成講座や地域の学びの場を通じて認知症ケアパスを配布するとと

もに、認知症地域支援推進員からの情報を取り入れながら適切な見直しを行います。 
 

ⅳ 本人ミーティングによる認知症の人が自分の言葉で語る機会の創出 

■本人が参加しやすい仕組をつくり、認知症地域支援推進員を中心とした本人ミーティン

グの実施により、当事者目線での認知症対策を検討します。 
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② 予防と早期対応の仕組づくり          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 認知症初期集中支援チームの活動の推進 

■チーム員が自宅を訪問し、相談にのるとともにチーム員と専門医、支援者が支援の方向

性を共に検討し、分担して支援します。 

■認知症初期集中支援チーム検討委員会において、利用しやすい運営方法等について検討

し、随時改善を図ります。 
 
ⅱ 専門医療機関、サポート医、かかりつけ医との連携 

■県や認知症疾患医療センターとの連携を図り、若年性認知症の人を含む、認知症の人の

ニーズ把握を実施するとともに、社会参加できる場をつくります。 

■甲賀圏域で実施する、かかりつけ医とサポート医や専門医の連携会議等に協力し、地域

包括支援センターとサポート医の連携を深めます。 

ⅲ 認知症の進行予防への取組 

■認知症サポーター養成講座や認知症啓発の場面を通じ、地域密着型事業所などの認知症

カフェにおける市民との交流活動を啓発するとともに、地域包括支援センターがサービ

ス未利用者に介入することで認知症の進行予防につなげます。 

≪主な課題≫ 

■早期に相談しやすい仕組や、実態把握、早期介入に向けた積極的な取組が必要 

■本人の状況に応じた適切な医療を受けることができるよう、認知症の人又はその家族の

相談体制を充実させ、医療機関との連携強化に向けた取組が必要 

■本人ミーティング・認知症カフェ等を充実し、認知症の人又は家族等が孤立することが

ないような取組が必要 

 



50 

 

 
③ 認知症になっても安心して暮らせる地域づくりの推進         
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

≪市民や地域に期待すること≫ 
 

 

 

■共生社会の実現に向けて、認知症に対する正しい知識の理解を深めていきましょう 

 

≪主な課題≫ 

■共生社会に向け、学校やコンビニエンスストア・銀行などの企業との連携が必要 

■若年性認知症についての啓発や相談窓口の周知が必要 

■認知症サポーター協力店について、「認知症サポーターがいるお店」として市民に向け

た周知が必要 

■チームオレンジの設置が必要 

■湖南市おかえりネットワーク事業について、対象者の登録促進に向けた周知が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 認知症の人を見守るまちづくりの推進 

■「認知症サポーターがいるお店」の取組をさらに周知していくとともに、チームオレ

ンジの設置や、生活支援体制整備事業とも連携しながら、地域のニーズを把握したう

えで活動内容を検討していきます。 

■市民や企業が取り組む認知症対策と連携します。 

■関係機関と連携し認知症高齢者の家族やヤングケアラーを含む家族介護者支援の取組

を推進します。 
 
ⅱ 安心して外出できる地域づくりの推進 

■行方不明の可能性がある人について、警察との情報共有や行方不明が発生した際のメ

ール配信を行います。 

■認知症啓発の機会を活用した事業の周知を図り、必要とする人の事前登録を促進しま

す。 
 

ⅲ 若年性認知症に関する理解の促進と相談窓口の啓発 

■若年性認知症についての周知や啓発、相談窓口の周知を行います。 
 

ⅳ 認知症施策推進基本計画の施策の推進 

■国が策定する認知症施策推進基本計画の内容を踏まえて施策の推進を行います。 
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重点施策４．介護人材の確保・育成及び介護現場の能率・効率向上の推進 
 

≪施策の進捗を測る指標≫ 
 単位 令和５年実績 令和８年目標 

人材確保ができている事業所の割合 

（概ねできている含む） ※ 
％ 62.5 66.0 

介護保険事業者協議会との意見交換の回数 回 １ １ 

介護事業所の職員離職者の平均勤続年数 

(1年～4年)の割合※ 
％ 58.6（R４） 50.0 

 

≪施策に関する主な課題と取組の方向性≫  
① 介護を支える人材の育成・支援                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

≪主な課題≫ 

■事業所調査では介護人材が『確保できてない（「確保できていない」「あまり確保でき

ていない」の合計）』が３割以上 

■事業所調査では離職者の平均勤続年数は、１～４年が 58％であり、離職理由は、「体

力・体調面の問題」や「職場の人間関係」が多く、介護の職場の負担軽減の検討や、定

着しやすい職場環境の工夫が必要 

■事業所調査では介護人材が不足している理由について、「募集しても応募がない」が９

割となっており、人材不足を解消するために必要な取組として、「介護職のイメージア

ップ」が必要 

■85 歳以上の高齢者の増加が見込まれる中で、要介護認定者の増加によるサービス利用

ニーズの増大が予測されるため、介護人材のさらなる確保・育成が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 家族の介護離職を減らす取組の推進 

■家庭で介護を抱え込むことによる介護離職やヤングケアラーなどへの介護負担を防ぐ

ため、介護に関する相談窓口の周知や、介護保険サービスの利用に関する周知により適

切な支援につなげます。 

■企業における介護休暇制度の普及や利用促進などに向けた周知・啓発を行います。 

ⅱ 介護人材の確保のための支援 

■介護職員初任者研修や介護支援専門員実務研修に対する支援など、研修参加を促進しま

す。 

■介護人材育成への支援、職場環境の改善による離職防止を図るとともに、外国人介護人

材の確保・活用及び定着に向け、滋賀県との連携により支援していきます。 

ⅲ 介護保険事業者協議会との連携 

■介護保険事業者協議会との連携により、市内の介護保険サービス事業所などの人材確

保・定着につながる取組について、ともに検討し支援を行います。 
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≪市民や地域に期待すること≫ 
 

 

 

 

■介護に関する様々な研修会などに参加してみましょう。 

■地域は、介護の人材不足に関心をもち、介護に関する人材確保についての研修会や人材

募集の情報の周知を行うなど、関係機関などと連携してみましょう。 

 

≪取組の方向性≫ 

ⅳ 介護現場の能率・効率の向上 

■指定や更新等の申請について、デジタル化などによる文書負担軽減に向けて取り組みま

す。 

■事業所と連携しながら、「やりがい」を感じられるように介護サービスの質の向上や、

ハラスメント防止対策を含めた働きやすい環境づくりによる離職防止への支援を行い

ます。 



53 

 

 

第 ２ 章 基本施策 
 

基本施策１．生きがいづくりと社会参加活動の促進 
 

≪施策の進捗を測る指標≫ 
 単位 令和４年実績 令和８年目標 

「つどいの場」「通いの場」などのサロン開催回数 回 180 185 

生きがいはあるか ※ ％ 53.0 53.5 

地域活動に参加しているか ※ ％ 7.6 ８ 

どの程度幸せか（10点中何点か）平均点 ※ 点 6.96 7.0 

安心応援ハウス支援事業の参加者数（累計）  人 4,472 4,485 

出典：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査・事業所調査より※ 以下同じ 
 

≪施策に関する主な課題と取組の方向性≫ 

① 生きがいサービスと居場所づくりの推進            
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な課題≫ 

■サロンなどの活動を継続するにあたり、運営に携わるスタッフが必要 

■地域の自治会役員や民生委員、近隣の NPO による支援や、参加者の中から運営スタ

ッフとして活動できる人の創出に向けた育成が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 人と人がつながりあえる地域の推進 

■地域に応じた安心応援ハウス等のサロン開設をめざすとともに、各地域のサロン間での

事例の共有や、あらゆる機会を通じた参加の呼び掛け、さらなる活動促進のためのサロ

ンに対する支援方法の検討など、参加しやすい高齢者の居場所づくりを推進します。 
 

ⅱ サロンスタッフ交流会の開催とボランティアスタッフの養成 

■サロンスタッフ交流会やボランティアスタッフの養成講座の開催など、サロン活動の充

実を図るための取組を行うとともに、地域まちづくり協議会との連携についても強化し

ます。 
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② 社会活動への参加促進           
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪市民や地域に期待すること≫ 
 

 

 

 

 

 

 

■日頃から一人ひとりができることに取り組み、地域とのつながりを強化していきましょ

う。 

 

≪主な課題≫ 

■地域支えあい推進員を中心として地域でつくり上げた生活支援を継続するための担い

手の養成・育成が必要 

■様々な団体活動の生きがいづくりを通じ、ボランティアや地域の担い手の創出が必要 

■老人クラブ連合会の会員が減少しているとともに、市としての関わりも補助金支援など

に限定されており、活動の活性化が図られていない 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 生活支援の担い手の養成 

■「移動支援」「買い物支援」「見守り支援」などの生活支援の取組が充実した地域とす

るための一つとして、担い手育成を第２層地域支えあい推進員を中心に実施できるよ

う、関係機関や団体に働きかけます。 
 

ⅱ 学びの場づくり・活動支援 

■学びの場を通じたボランティア活動などの担い手確保に向け、様々な団体や地域支えあ

い推進員の顔つなぎの場づくり、住民に対する地域支えあい活動についての研修やホー

ムページ等を活用した啓発を図ります。 
 

ⅲ 老人クラブ活動の支援 

■会員数の減少への対策として、地域の実情に応じて魅力的な老人クラブの活動となるよ

うに、老人クラブ連合会と連携しながら、ともに支援のあり方を検討します。 
 

ⅳ シルバー人材センターとの連携  

■シルバー人材センターへの市業務の発注などにより、高齢者の就労機会の確保につなげ

ます。 
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基本施策２．健康づくりと介護予防、自立支援の推進 
 

≪施策の進捗を測る指標≫ 
 単位 令和４年実績 令和８年目標 

いきいき百歳体操参加者数 人 590 610 

フレイルサポーター養成数 人 27 30 

主観的に健康（とてもよい、まあよい）と答えた人の割合

※ 
％ 78 80 

要介護新規申請者の平均年齢 歳 81.6 82 

80歳以上認定率 ％ 38.2 38.0 

健康寿命 男性 

       女性 
歳 

77.44 

80.18 

77.74 

80.17 
 

≪施策に関する主な課題と取組の方向性≫ 

① 健康づくりと介護予防事業の一体的な実施の推進            
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

≪主な課題≫ 

■フレイル予防の啓発や健康づくり等に関する活動支援について、新型コロナウイルス感

染症の影響を受け、出前健康講座等の依頼が減少し、新規団体や新規参加者が少ない。 

■フレイル質問票による健康状態把握後の健康づくり・介護予防を行う受け皿（社会資源）

が少ない。 

■身近な日常生活圏域で住民主体による通いの場を開催できる体制づくりが必要 

■地域住民主体の「いきいき百歳体操」等の活動について、新型コロナウイルス感染症の

影響を受け、活動休止、終了する団体が出てきている。 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 健康相談事業 

■地域の集まりの場における出前健康講座などを通じた健康相談を実施し、地域包括支援

センターとの連携により、開催回数の増加に充実に努めます。 
 
ⅱ 介護予防把握事業 

■健康診断や医療機関未受診、介護保険の認定なしの健康状態不明者に対し訪問を行うな

ど、保健事業と介護予防の一体的実施事業として実態把握を行います。 
 

ⅲ 介護予防普及啓発事業「出前健康講座」 

■地域の集まりの場からの依頼を受け、専門職等を派遣し、高齢者のフレイル予防に向け

た健康講座を開催します。 

■地域包括支援センターとの連携により、参加者や新規団体の増加に努めるとともに、講

座内容の見直し、講座項目の増加に取り組みます。 
 
ⅳ 地域介護予防活動支援事業 

■地域住民主体の「いきいき百歳体操」等の活動支援、フレイルサポーター養成講座、ス

テップアップ講座を行い、地域支えあい推進員との連携を含め、地域での活動継続の支

援を行います。 
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② 自立支援の推進                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪市民や地域に期待すること≫ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

■適度な運動やバランスの取れた食事、禁煙など介護が必要な状態とならないように心身

の健康づくりを行いましょう。 

■心の健康づくりのために社会での学習の場やサークル活動、地域との交流など様々な活

動に参加し、地域のつながりや仲間づくりに取り組みましょう。 

■地域は、地域のつながりができるような活動の場づくりを行い、人と人とのつながりづ

くりに向けて支援を行っていきましょう。 

≪主な課題≫ 

■地域リハビリテーション活動支援事業の推進に向けて、市内に勤務するリハビリテーシ

ョン専門職種とのさらなる連携が必要 

■自立支援型地域ケア会議において、個別課題解決機能が主となっており、自立支援に向

けた地域課題の抽出検討までには至っていない。 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 地域リハビリテーション活動の支援 

■自立支援型地域ケア会議において、リハビリテーション専門職が関わりを持つととも

に、リハビリテーションを提供する事業所における給付状況やサービス提供実績を把握

し、各専門職と連携しながら地域リハビリテーション活動の促進を図ります。 
 
ⅱ 自立支援のケアマネジメント方針の周知 

■利用者本人の自己決定を尊重するため、本人の希望する生活の意向を踏まえたケアプラ

ンの作成などを行う自立支援のケアマネジメント方針について周知を図ります。 
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基本施策３．緊急時・災害時等に係る体制整備 
 

≪施策の進捗を測る指標≫ 
 単位 令和４年実績 令和８年目標 

避難行動要支援者名簿登録数 人 148 160 

地域と共に防災訓練などをしている施設数 数 - ６ 

個別避難計画の作成率 ％ 55.4 58.0 

 
≪施策に関する主な課題と取組の方向性≫ 

① 緊急時・災害時の支援対策の強化                

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な課題≫ 

■地域に応じた見守り体制が構築されていく中で、緊急時・災害時の見守りについて、地

域に応じた支援体制の検討・強化が必要 

■独居高齢者や高齢者世帯などが緊急時などに地域の実情に応じて、高齢者 24 時間対応

型安心システムなどを活用しながら安心して地域で生活できる体制が必要 

■関係機関と連携し、避難行動要支援者などの支援を必要とする人の把握が必要 

■福祉避難所に指定された事業所と災害時に連携がとれる体制づくりが必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 安心して地域で生活ができる体制づくり 

■ひとり暮らし高齢者や、高齢者のみで暮らしている人が緊急時などでも地域の実情に応

じて、安心して生活できるように、24 時間対応型安心応援システムについて情報提供

するとともに、自治会等や地域まちづくり協議会等と連携しながら安心して地域で生活

できる体制を推進します。 
 

ⅱ 災害発生時に向けた支援体制の強化 

■避難行動要支援者の対象者の把握と名簿への登録促進、区・自治会や民生委員などとの

連携による個別避難計画の作成と名簿やプランの支援者間での共有を図ります。 
 

ⅲ 福祉避難所などの利用促進 

■災害時に支援を必要とする高齢者等が安心して避難生活を送ることができるよう、福祉

避難所の指定を進めるとともに、指定された事業所とともに行う避難所開設の訓練を検

討します。 

■市内の避難所について、認知症高齢者などの受け入れや適切な対応を図ります。 
 

ⅳ 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進 

■介護保険サービス事業所における業務継続計画（BCP）策定の義務化について指導しま

す。 

■滋賀県や他課と協議をしながら、介護現場の安全性について事業所や関係機関と連携を

図ります。 
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② 災害時や感染症に対する体制整備の推進                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪市民や地域に期待すること≫ 
 

 

 

 

 

■災害時などに一番助けとなるのは、近くの住民であるため、日頃から近所の人たちとの

コミュニケーションをとり、地域のつながりをつくりましょう。 

■市が災害の状況に応じて開設する「指定避難所」や避難者の状況に応じて福祉施設など

に開設する「福祉避難所」について確認してみましょう。 

■地域では、要配慮者の方の日頃の見守りを通じて、地域のおける支え合いの関係づくり

を進めましょう。 

■地域の実情にあわせて、地域で協働して防災訓練などにも取り組んでいきましょう。 

≪主な課題≫ 

■災害時など事業所が困難な状態にある場合、ネットワークや関係機関との連携が災害時

による対応可能か検証が必要 

■新型コロナウイルス感染症発生時の介護関連施設・事業所間の応援事業（B-ICAT）に

おいて、甲賀市・湖南市の介護保険事業者協議会では応援可能な事業所の登録数が少な

い 

■新型コロナウイルス感染症発生時に地域で開催する高齢者中心の通いの場等の縮小や

活動中止がみられ、安全かつ適切な開催方法などの正しい知識の普及が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ サービス提供者間の互助体制の整備・充実 

■災害や感染症等による、サービスの提供の滞りを防ぎ、迅速に対応するため、会議等を

通じて、関係機関と検証する機会を図ります。 
 

ⅱ 感染症などが発生した時の介護関連施設・事業所間の応援派遣事業 

■感染症などが発生した時の介護関連施設・事業所間の応援事業（B-ICAT）について、

県の事業継続の有無に応じ、介護保険事業者協議会と協議します。 
 

ⅲ 市民や事業者に対する啓発 

■湖南市介護保険事業者協議会を通じて、感染症対策研修の開催や、災害時対策の実態や

課題の把握を行います。 

■感染症や災害対策について正しい知識が持てるよう、事業者向けや、市民への啓発機会

を設けるとともに、チラシやホームページを活用し、啓発を図ります。 
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基本施策４．権利擁護の推進 
 

≪施策の進捗を測る指標≫ 
 単位 令和４年実績 令和８年目標 

高齢者虐待の終結事案割合 ％ 85.0 85.0 

成年後見制度利用件数（市長申立て件数） 件 ４ ４ 

 
≪施策に関する主な課題と取組の方向性≫ 

① 権利擁護支援のための関係機関との連携強化                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な課題≫ 

■さらなる権利擁護支援に向けて、関係機関等がそれぞれの役割を認識した支援に取り組

むことが必要 

■地域包括支援センターと権利擁護支援センター（ぱんじー）で適切に権利擁護支援がで

きているか検討が必要 

■複合的な課題を抱える家族全体を支援していくため、子ども・困窮・障がい・介護など

の分野横断的な支援が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 虐待対応支援ネット等の活用及び医療機関・警察等との関係づくり 

■虐待対応支援ネットの弁護士・社会福祉士と相談しながら、高齢者虐待防止対策推進協

議会において、各役割の共通認識を深めるとともに、医療機関や警察等とのネットワー

クを構築します。 
 

ⅱ 虐待防止等連携協議会の運営 

■高齢者虐待防止対策推進協議会において、通告のあった全ケースについて検証するとと

もに、支援機関の役割を明確にしつつ、対応の検証に努めます。 
 

ⅲ 権利擁護支援センター（ぱんじー）等関係機関との連携 

■権利擁護支援センター（ぱんじー）主催のなんでも相談会に相談者として参画するなど、

連携を図るとともに、権利擁護支援センター（ぱんじー）から必要な助言を受けながら

地域包括支援センターとの連携について検討します。 
 

ⅳ 成年後見制度の利用の促進 

■必要とする人が適切な支援につながるよう、権利擁護支援センター（ぱんじー）と地域

包括支援センターが連携し、成年後見制度の利用促進を図ります。 
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② 権利擁護、虐待防止のための啓発                     

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
③ 迅速で適切な虐待対応                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

≪市民や地域に期待すること≫ 
 ■権利擁護に関する研修や講座に参加してみましょう。 

■虐待を未然に防ぐために、介護者などの悩みの相談にのり、必要な時は地域包括支援セ

ンター等適切な窓口に相談しましょう。 

≪主な課題≫ 

■高齢者虐待に関する通告がさらに発信しやすくなるよう、理解の促進と啓発を図るとと

もに、出前講座などを含めた周知に向けた伝達方法の検討が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ パンフレット、チラシ、ホームページ等による相談窓口の周知 

■関係機関にチラシを設置し、ホームページによる啓発及び市広報誌に虐待防止の記事を

掲載するなど、各媒体において窓口を周知します。 
 

ⅱ 講座等による啓発活動の推進 

■出前講座に必要な人員を確保するとともに、各地域包括支援センターにおける市民啓発

の効果的な方法について検討します。 

≪主な課題≫ 

■事業所連絡会議等における継続的な研修実施が必要 

■養護者に障がい特性があるなど、ヤングケアラー・家庭内で多くの問題を抱えるケース

が増えており、多機関と連携が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ ケアマネジャー等関係者への虐待対応の周知に関する研修会の実施 

■ケアマネジャーに対し、虐待対応の研修等を実施します。 

■虐待防止対策について、PDCA サイクルを活用して取り組む重要性を周知します。 

■早期から虐待防止のための方策を講じ、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム

等についても活用することを周知し、虐待防止対策を推進します。 

ⅱ 虐待終結に向けた適切な対応 

■マニュアルに沿った対応や虐待対応支援ネットの活用による虐待終結に向けた支援の

実施や、その評価を行うため、地域包括支援センター職員の資質向上及び専門職の確保

に努めます。 
 

ⅲ 適正なサービス利用の促進による介護負担の軽減 

■関係機関が連携し、養護者の介護負担軽減に向けた支援を展開するとともに、8050 問

題や多重債務、生活困窮者、ヤングケアラーなどを含む多問題ケースについては組織を

横断した支援のあり方を検討します。 
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基本施策５．医療と介護の連携 
 

≪施策の進捗を測る指標≫ 
 単位 令和５年実績 令和８年目標 

自宅での死亡者数割合 ％ 16.7（R3） 18.0 

在宅看取り件数（共有） 数 40（R4） 44 

多職種による研修回数 回 １ ３ 

 
≪施策に関する主な課題と取組の方向性≫ 

① 連携の課題抽出と対応の協議                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 医療と介護の連携拠点の充実                    

 

 
 

 

 

 

 

≪主な課題≫ 

■入院期間の短縮や終末期の在宅療養などによる、医療依存度が高い患者の在宅療養で

は、かかりつけ医・訪問看護師の負担が増加している。 

■限られた医療資源の中で在宅療養者を支えることが必要 

■医師、訪問看護や介護支援専門員など各種専門職の連携強化が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 地域の医療・介護資源の把握と活用 

■地域の専門職や住民の声等から在宅医療や介護の現状、資源を把握し、関係機関と共有 

し活用します。 
 

ⅱ 在宅医療・介護連携の課題抽出 

■県のデータや専門職、住民の声を基に湖南市の地域特性に応じた在宅医療・介護ニーズ

（需給量等）を分析し、課題の抽出や方向性の検討を行います。 
 

ⅲ 切れ目ない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

■病気であっても住み慣れた地域で最期まで安心して暮らせるまちを目指し、「退院支援」

「日常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」の４つの場面に対し、目標を設定し、

関係機関と共に行います。 

≪主な課題≫ 

■入院期間の短縮や独居高齢者などの増加により、退院調整に苦慮するケースもみられ

る。 

■在宅療養の継続や在宅看取りを支える訪問診療継続のため、市外や甲賀圏域外の病院・

診療所との連携が必要 
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③ 在宅医療・介護の啓発                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
④ 多職種・多機関との連携推進                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≪市民や地域に期待すること≫ 
 

 

 

 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 在宅医療・介護連携に関する相談支援の充実 

■地域包括支援センターは関係機関と連携し、在宅医療・介護に関する相談支援体制を充

実します。 

≪主な課題≫ 

■最期まで自分らしく生きるために、病気になった時、介護が必要になった時、最期を迎

える場所など「もしも」について考える、備えるために市民などへの啓発が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 地域住民などへの普及啓発 

■市民に向けて在宅看取り等の周知として講座や、パンフレットの配布、ホームページを

作成します。 

■関係機関の職員などに対しても、医療と介護の連携について啓発します。 

≪主な課題≫ 

■医療と介護に関わる多職種・多機関でのつながりの場づくりが必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 医療・介護関係者の情報共有の支援 

■県や保健所等と連携しながら入退院支援の場や、ケースを通しての多職種連携の場を活

用しながら情報共有の支援をします。 
 

ⅱ 多職種研修の実施 

■医師や看護師などの同職種間の情報交換会に加え、既存の場を活用して多職種での研修

会を実施します。 

■介護職種の連携状況の現状把握や、研修会の開催について、既存の介護保険事業者協議

会などの場を活用します。 

■在宅医療や介護に関する研修や講座に参加してみましょう。 

■病気や介護が必要な状態に備えて、自分の生き方や希望を家族や身近な人と話してみま

しょう。 
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基本施策６．住まい等の基盤整備や介護保険サービス 
 

≪施策の進捗を測る指標≫ 
 単位 令和４年実績 令和８年目標 

市民主体の生活支援の取組実数（再掲） 数 ０ １ 

第三者評価を取り入れている事業所数 事業所 20 23 

介護相談員の訪問回数 回 96 110 

 
≪施策に関する主な課題と取組の方向性≫ 

① 在宅生活を支えるための介護サービスの整備                  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

② 介護保険施設サービス利用の適正化                      
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

≪主な課題≫ 

■介護予防・日常生活支援総合事業について、給付費の伸びが大きい一方、住民主体によ

る事業は実施できていない。 

■小規模多機能型居宅介護事業所の公募への応募がなく、整備できていない。 

■在宅介護の負担による介護離職がみられる。 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 介護予防・日常生活支援総合事業 

■訪問型・通所型サービスについて、事業所におけるサービス提供と合わせ、地域でのイ

ンフォーマルな取組の動向を踏まえ、住民主体による取組の実施について検討します。 

■訪問型短期集中予防サービス事業について、対象者の把握と事業の周知、関係機関との

連携により、参加者の増加を図ります。 

■移動サービスについて、地域の課題を聞きながら、地域と共に支援について検討します。 
 

ⅱ 介護保険サービスの充実 

■既存の資源を組み合わせた複合型サービスの実施や、居宅介護支援事業所などの増加に

よる居宅サービスの充実を図ります。 

≪主な課題≫ 

■要介護１、２の特例入所について、公平公正な判断がされているか、専門職の同行など

が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 特例入所の適切な入所判定 

■要介護１、２の対象者の入所について、専門職による公平公正な判断に基づく、適正な

利用を促進します。 
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③ サービスの質の向上                             

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
④ 介護者の負担軽減や知識・技術習得の支援                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な課題≫ 

■外部評価のため費用が発生するが、事業所における第三者評価の取組が必要 

■コロナ禍の影響で介護相談員が一年以上訪問できていない施設がある。 

■介護保険事業者協議会の研修会では、介護職の関心を得ることができやすく、多くの参

加が見込まれるテーマの設定が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 自己評価と第三者評価の推進 

■サービスの質の向上を図るため、事業所に対し、第三者評価を積極的に取り入れてもら

えるよう、必要性の周知や実施のための支援を行います。 
 

ⅱ 介護保険サービスの質の向上  

■介護相談員がサービス提供の現場を訪れ、利用者や家族の声を聞き、サービス利用者・

サービス提供者・行政機関の橋渡し役となる介護相談員の設置を継続して行います。 
 
ⅲ 介護保険事業者協議会などとの連携 

■市内介護保険事業者からなる介護保険事業者協議会（ほほえみねっと）や介護相談員と

連携しながら事業所のサービスの質の向上を支援します。 

 

≪主な課題≫ 

■交通手段の確保やニーズに合わせた内容での開催などによる家族介護者交流事業への

参加促進が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 家族介護者交流事業 

■介護者相互の交流や介護者のリフレッシュを目的として、地域包括支援センターが日常

生活圏域ごとのニーズに合わせた交流事業を行います。 
 

ⅱ 在宅寝たきり高齢者や進行した認知症の介護を継続的にしている家族の支援 

■寝たきりや認知症の高齢者を介護する家族を支援するため、激励金を支給します。 

■必要とする人が制度を利用できるよう、対象者や事業内容について周知を図ります。 
 
ⅲ ヤングケアラーの実態把握と支援 

■事業所や学校、医療機関など関係機関との連携により、子ども・若者がヤングケアラー

となっている家庭の実態把握に努めるとともに、適切な支援につなげます。 
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⑤ 多様な住まいや交通環境の確保                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な課題≫ 

■高齢者の住まいの確保に関する問題について、関係機関との連携ができていない 

■市民から移動支援についての要望が多く、市の公共交通や住民ボランティア運営による

移動支援についての検討や課題の整理が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 多様な住まい方を支える支援 

■住まい・生活支援に関する相談窓口を設置し、関係機関と連携し高齢者等の入居の支援

を行います。 
 

ⅱ 高齢者にやさしい交通環境の確保 

■各地区で行われている住民主体の移動サービスを支援するとともに、公共交通機関との

役割分担やボランティアの確保など、高齢者が利用しやすい交通環境の整備に向けて関

係機関と協議します。 

 



66 

 

基本施策７．介護保険事業の円滑な運営 
 

≪施策の進捗を測る指標≫ 
 単位 令和４年実績 令和８年目標 

ケアプラン点検事業数 件 127 135 

実地指導件数 件 4（R5予定） 7 

重度変更率 

１次判定結果に対して２次判定が重度に変更された割合 
％ 11.5 11.0 

 
≪施策に関する主な課題と取組の方向性≫ 

① 介護認定の適正化                              
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な課題≫ 

■要介護認定者の増加などにより、認定調査員同士の相互確認の時間がとりにくい。 

■認定調査員研修会への参加しやすさの向上が必要 

■今後も、合議体間で審議に偏りが出ないよう、全体会において審査状況などの情報共有

を図ることが必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 専門職による認定調査内容の点検 

■専門資格を持つ職員が調査員の作成した認定調査票の内容を点検し、また調査員同士で

相互に確認し判断基準の平準化に努めます。 

■調査員内容の点検のための時間がとれるよう、調査時にタブレットを活用し介護認定調

査の効率化を行います。 
 

ⅱ 調査員研修会の実施 

■認定調査員の研修会参加（オンラインを含む）を促すとともに、意見交換や情報共有を

図るなど、調査員のスキルアップによる質の確保に努めます。 
 

ⅲ 合議体間の平準化 

■合議体間で公正公平な要介護認定の審査・判定が行われるよう、新任委員への研修受講

の義務づけや、認定調査関連情報を提供します。また年 1 回の介護認定審査会の全体会

で審査状況について報告し合議体間で情報共有を行います。 

■介護保険認定審査委員が審査を行いやすくするために、ハイブリット審査会を実施し、

申請から審査にかかる日数の短縮に努めます。 
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② 給付の適正化の推進                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
③ ケアマネジメントの適正化                         
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≪主な課題≫ 

■サービスの必要性や内容を理解した上で、適正なサービス利用、提供を促進していくこ

とが必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 事業者実地調査の実施 

■国保連合会からのケアプラン分析データを踏まえ、サービスの偏りや同一事業所のサー

ビスに集中していないか等を確認し、適切なケアプランの作成を促します。 

■国保連合会システムによるデータなどを活用し、不適切なサービス利用などをなくすこ

とで、介護給付の適正化につなげます。 
 

ⅱ 住宅改修・福祉用具の事前申請の適正化 

■住宅改修の事前申請に対して申請者の状況を把握しながら、必要時は訪問による点検を

行い、適切な利用を促進します。 

≪主な課題≫ 

■自立支援型地域ケア会議について、自立支援に向けた助言指導の場としての役割を担っ

ているが、自主的な事例提供に結びつきにくい。 

■介護支援専門員の資質向上に向けた支援が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ ケアプランの点検 

■定期的に国保連合会から提供されるデータを確認しケアプランの点検を行い、必要時は

介護支援専門員に聞き取りを行います。 

■ケアマネジャー会議などで点検状況について報告を行い、介護サービスの適正化につな

げます。 
 

ⅱ 地域ケア会議におけるケアマネジメントの支援 

■個別地域ケア会議・自立支援型地域ケア会議において、支援困難事例や地域課題を検討

し、自立支援に向けた適正なケアプランの作成を推進します。 
 

ⅲ 例外利用検討会議の実施 

■例外的な介護サービスの利用について、ケースの状況に応じて自立支援に向けた支援の

あり方を検討し、過不足のない介護サービスの適正化を推進します。 
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④ 介護予防・日常生活支援総合事業の適切な運営                

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
⑤ 受給者の理解の促進                             

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
⑥ 適正な財政運営の推進                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

≪主な課題≫ 

■地域包括支援センター等において、介護予防基本チェックリストを活用した総合事業対

象者を把握しているが、対象者が少なく事業につながりにくい。 

■住民主体の通いの場について、地域の実情を踏まえて関係機関と連携し、支援していく

ことが必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ チェックリストの活用推進 

■介護予防・フレイル予防の観点から窓口において相談者に対し、基本チェックリスト、

フレイル質問票を実施し、総合事業対象者を把握します。 
 

ⅱ 総合事業の啓発と周知 

■出前健康講座のほか、地域包括支援センターや保健センターの窓口などにおいて、総合

事業の周知を進めます。 

≪主な課題≫ 

■適切なサービス利用などにつながるよう、高齢者への介護保険制度に関する周知が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 介護保険制度の正しい理解の促進 

■65 歳到達や転入時、保険証に小冊子等の制度周知に関する同封物を封入し介護保険制

度の周知を行います。 

■介護認定申請時に、適切なサービス利用についてなど、介護保険制度の周知を行います。 

≪主な課題≫ 

■滞納の改善を図るため、課税世帯に対する納付交渉等の推進が必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 収入に応じたきめ細やかな負担額の設定 

■収入に応じたきめ細かい段階による保険料設定を図り、低所得者負担軽減を図ります。 
 

ⅱ 適正な債務管理事務の執行 

■滞納者に対する納付交渉や差し押さえを実施するなど、徴収率の向上を図ります。 
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⑦ 計画の進捗管理と評価                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な課題≫ 

■取組の評価がしやすい指標となるよう見直しが必要 

■ＰＤＣＡサイクルによる事業の進捗管理を保険者機能強化推進交付金の評価項目と並

行しながら改善していくことが必要 

≪取組の方向性≫ 

ⅰ 目標・達成度の評価・点検 

■個別の事業について、実績を踏まえながら１年ごとの PDCA サイクルに基づく評価・

検証を行います。 
 

ⅱ 介護保険運営協議会への報告と検証 

■介護保険事業の実施状況の評価・検証結果について、介護保険運営協議会に報告し、進

捗管理と適切な保険者機能強化推進交付金の獲得、事業の改善を行います。 
 

ⅲ 庁内連携の推進 

■関連計画との整合性を確認しながら、必要に応じて庁内の関係機関との連携した取組を

行います。 
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第３部 介護保険事業量と保険料の設定 
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第 １ 章 介護保険事業の見通し 

 

１ 保険料算定の手順  
 地域包括ケア「見える化」システムの将来推計機能を用い、以下の手順によりサービス利

用量、介護保険料の算定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定者数の推計 

性別、年齢別〔要支援・要介護認定者数÷実績人口〕×（推計被保険者数） 

施設・居住系サービスの利用者数の推計 

介護保険３施設＋地域密着型施設サービス＋居住系サービスの利用者数見込み 

居宅介護サービス利用者数の推計 

要介護認定者数－施設・居住系サービス利用者数×各居宅サービス受給率 

総給付費の推計 

サービス別・要介護度別一人あたり給付額 
×居宅介護サービス・施設・居住系サービス利用者数推計 

第１号被保険者保険料額の設定 

総給付費＋高額介護サービス費等＋地域支援事業費 
×第１号被保険者負担分＋調整交付金相当額－調整交付金見込み額－準備基金

取崩予定額 

第１号被保険者数、第２号被保険者数の推計 

住民基本台帳の実績を用いたコーホート変化率法による性別、年齢別の将来
人口推計 
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4,892 

5,734 
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２ 被保険者数・認定者の推計  

（１）被保険者数の推計 
第９期計画期間の総人口は微減で推移すると見込まれる一方で、75 歳以上の後期高齢

者数は増加が見込まれます。 

長期推計による総人口は、令和 22 年（2040）は 47,563 人、令和 32 年（2050）

年は 41,763 人と見込まれ、介護サービスを利用する割合が高い 85 歳以上は令和 22 年

（2040）頃ピークを迎えることが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８期 第９期 長期 
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認定率

(人）

（２）要支援・要介護認定者数の推計 
第８期計画期間においては、横ばいで推移している認定者数について、第９期計画期間

では増加で推移すると見込まれます。長期推計では、令和 22 年（2040）は 3,221 人、

令和 32 年（2050）年は 2,937 人と見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８期 第９期 長期 
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３ サービス基盤整備と給付見込の方針  

 

（１）居宅サービス 
 独居世帯や高齢者のみの世帯の増加、認定者数の増加に伴うニーズに対応するため、事

業所や介護支援専門員の確保とともに、柔軟なサービス提供による生活の質の向上や家族

負担の軽減に資するよう、地域の実情に合わせ既存の資源を活用した在宅サービスの整備

について検討します。 

 

（２）地域密着型サービス 

地域密着型サービスについては、第８期計画期間における利用実績等を勘案し、第９期

計画期間においては、認定者数の増加などの動向を注視しながら必要に応じて中長期的な

整備について検討します。 

 

（３）施設サービス 

施設サービスについては、第８期計画期間における利用実績等を勘案し、第９期計画期

間においては、現状の整備状況で対応します。 
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４ 施設・居住系サービス利用者の推計  

４－１ 居住系サービスの見込み 

（１）特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 
有料老人ホームや軽費老人ホーム、ケアハウスに入所している要介護者・要支援者に対

し、特定施設サービス計画（施設ケアプランに相当）に基づき、入浴・排せつ・食事等の

介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行い、施設で能力に応じた

自立した生活をできるようにするサービスです。特定施設はひとり暮らし高齢者や高齢者

世帯の増加に伴う居住環境の変化に対応した住まいの一形態であることから、今利用ニー

ズや事業所の動向を注視しつつ、これまでの利用実績から増加傾向が続くものとして見込

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 
認知症の状態にある高齢者が共同生活住居において、入浴・排せつ・食事等の介護や、そ

の他日常生活上の世話や機能訓練を行うことにより、能力に応じ自立した日常生活を過ごせ

るためのサービスです。第９期における新たな施設整備を見込まないため、現在の利用状況

で推移することを見込みます。認知症地域支援推進事業の実施により、各事業所等も地域に

身近な相談窓口の一つとなるよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８期 第９期 長期 

第８期 第９期 長期 
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４－２ 施設サービスの見込み 

（１）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 
要介護者に対し、入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、

健康管理や療養上の世話を行うことを目的とした施設です。第９期における新たな施設整備

を見込まないため、現在の利用状況から微増で推移することを見込みます。在宅生活が困難

な重度者の受け入れも必要なため、長期的な整備計画については需要と供給のバランスを考

慮しつつ慎重に検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（２）介護老人保健施設 
要介護者に対し、看護、医学的管理下での介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活

上の世話を行うとともに、居宅生活への復帰を図ることを目的とした施設です。第９期にお

ける新たな施設整備を見込まないため、現在の利用状況から微増で推移することを見込みま

す。 
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（３）介護医療院 
慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な要介護者の受け

入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設

です。第９期における新たな施設整備を見込まないため、現在の利用状況から微増で推移す

ることを見込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
入居者定員が 29 人以下の特別養護老人ホームにおいて、要介護者である入居者に能力に

応じ自立した日常生活を過ごしていただくために、介護、日常生活上の世話、機能訓練と療

養上の世話等のサービスを提供します。第９期における新たな施設整備を見込まないため、

現在の定員を踏まえて、横ばいで推移することを見込みます。 
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５ 居宅サービス利用者数の推計 

５－１ 居宅サービスの見込み 

（１）訪問介護 
訪問介護員（ホームヘルパー）や介護福祉士が要介護・要支援者の居宅を訪問して、入浴、

排せつ、食事等の介護、その他の日常生活をする上での援助を行い、生活等に関する相談・

助言等の必要な日常生活の世話を行うサービスです。要介護認定者数の増加等に伴うニーズ

に対応するためサービス提供量の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 
自宅に簡易浴槽を持ち込んで看護職員や介護職員が入浴の介助を行い、可能な限り居宅に

おいて自立した日常生活を送ることができるためのサービスです。要介護認定者数の増加等

に伴うニーズに対応するためサービス提供量の充実を図ります。 
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（３）訪問看護・介護予防訪問看護 
主治医の指示に基づき、訪問看護ステーションや病院の看護師等が要介護・要支援者の居

宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行い、できるだけ居宅で自立した日常生活

を過ごせるように療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すためのサービスです。

要介護認定者数の増加等に伴うニーズの増加と医療ケアに対するニーズの増加に対応したサ

ービス提供量の充実を図ります。 

 

≪訪問看護≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪介護予防訪問看護≫ 
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（４）訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 
主治医の指示に基づき、病院等の理学療法士や作業療法士等が要介護・要支援者の居宅を訪問

し、できるだけ自立した日常生活を過ごせるように機能訓練を行い、心身の機能の維持回復を図

るサービスです。通所では把握できない利用者の居宅での生活に即したリハビリテーションの提

供は、利用者本人の自立した生活につながるため、要介護認定者数のニーズの増加に対応したサ

ービス提供量の充実を図ります。 

 

≪訪問リハビリテーション≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪介護予防訪問リハビリテーション≫ 
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（５）居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 
通院困難な利用者に対して医師、歯科医師、薬剤師等が要介護・要支援者の居宅を訪問し、

療養上の管理指導を行い、療養生活の向上を図るサービスです。医療的な管理指導が必要な

在宅の要介護認定者の増加に対応したサービス提供量の充実を図ります 

 

≪居宅療養管理指導≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪介護予防居宅療養管理指導≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）通所介護 
デイサービスセンター等で入浴・食事の提供、その他の日常生活の世話や機能訓練を行い、

利用者の社会的孤立感の解消と心身の機能の維持、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る

サービスです。新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に利用者が減少したものの、

今後回復し増加していくものと考えられるため、要介護認定者数の増加等に伴うニーズの増

加に対応したサービス提供量の充実を図ります。 
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（７）通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 
自立した日常生活を送れるよう介護老人保健施設等で機能訓練を行い、心身の機能の維持

回復を図るサービスです。新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に利用者が減少し

たものの、今後回復し増加していくものと考えられるため、要介護認定者数の増加等に伴う

ニーズの増加に対応したサービス提供量の充実を図ります。 

 

≪通所リハビリテーション≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪介護予防通所リハビリテーション≫ 
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（８）短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 
要介護・要支援者の居宅生活を維持するため、介護老人福祉施設に短期入所し、入浴、排

せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行い、利用者の心身機能の維

持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るサービスです。要介護認定者数の増加等に伴う

ニーズの増加に対応したサービス提供量の充実を図ります。 

 

≪短期入所生活介護≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪介護予防短期入所生活介護≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第８期 第９期 長期 

第８期 第９期 長期 



84 

 

134 114 
185 

242 260 269 

470 
392 16 15 

24 
28 30 31 

54 

45 

0

100

200

300

400

500

0

10

20

30

40

50

60

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

令和７年

（2025）

令和８年

（2026）

令和22年

（2040）

令和32年

（2050）

(人） (日）

639 666 661 683 715 756 

1,231 
1,067 

0

500

1,000

1,500

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

令和７年

（2025）

令和８年

（2026）

令和22年

（2040）

令和32年

（2050）

(人）

150 155 
183 199 206 212 

275 255 

0

100

200

300

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

令和７年

（2025）

令和８年

（2026）

令和22年

（2040）

令和32年

（2050）

(人）

（９）短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 
介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所し、看護、医学的管理下における

介護、機能訓練、その他必要な医療および日常生活上の世話を行い、療養生活の質の向上と

家族の身体的・精神的負担の軽減を図るサービスです。要介護認定者数の増加等に伴うニー

ズの増加に対応したサービス提供量の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 
要介護・要支援になってもできるだけ居宅で能力に応じた自立した日常生活を過ごせるよ

う、心身の状況や希望、環境を踏まえ、適切な福祉用具の選定援助等を行い貸与することで、

日常生活上の機能訓練をするとともに、介護者の負担軽減をするサービスです。貸与の対象

となる品目には車いす・特殊寝台・床ずれ予防用具・歩行器・つえ・スロープ等があります。

要介護認定者数の増加等に伴うニーズの増加に対応したサービス提供量の充実を図ります。 

 

≪福祉用具貸与≫ 

 

 

 

 

 

 

≪介護予防福祉用具貸与≫ 
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（11）特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 
腰掛便座や入浴補助用具等の福祉用具を購入した要介護・要支援者に、年間 10 万円の利

用額を限度とし、費用の７～９割を支給するものです。要介護認定者数の増加等に伴うニー

ズの増加に対応したサービス提供量の充実を図ります。 

 

≪特定福祉用具販売≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪特定介護予防福祉用具販売≫ 
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（12）住宅改修・介護予防住宅改修 
手すりの取り付けや段差解消、洋式便器への取り替え等小規模な住宅改修を行った場合に、

20 万円の利用額を限度とし、費用の７～９割を支給するものです。要介護認定者数の増加

等に伴うニーズの増加に対応したサービス提供量の充実を図ります。 

- 

≪住宅改修≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪介護予防住宅改修≫ 
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（13）居宅介護支援・介護予防支援 
居宅サービス等を適切に利用できるよう、ケアマネジャーが心身の状況や環境、本人や家

族の希望を受けて、利用するサービスの種類や内容を示す居宅サービス計画（ケアプラン）

を作成し、サービスを利用するためにサービス提供事業者等との連絡調整を行うサービスで

す。また、介護予防支援は介護予防サービスを提供するための介護予防サービス計画を作成

し、サービスを利用するためにサービス提供事業者等との連絡調整を行うサービスです。要

介護認定者数の増加等に伴うニーズの増加に対応したサービス提供量の充実を図ります。 

 

≪居宅介護支援≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪介護予防支援≫ 
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５－２ 地域密着型サービスの見込み 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡

回と随時の対応を行います。現在、市内にサービス提供事業所は無く、市外での利用がみら

れることから、横ばいで推移することを見込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）夜間対応型訪問介護 
夜間において、①定期的な巡回による訪問介護サービス、②利用者の求めに応じた随時の

訪問介護サービス、③利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを行い

ます。現在、市内にサービス提供事業所は無く、市外での利用がみられることから、横ばい

で推移することを見込みます。 
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（３）地域密着型通所介護 
通所介護の提供を受けることができる利用者の数が 18 人以下の小規模の通所介護事業所

です。要介護認定者数の増加等に伴うニーズの増加に対応したサービス提供量の充実を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 
デイサービスセンター等において認知症高齢者を対象として、認知症症状の進行緩和を目

標とした計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活の世話や機能訓練

を行うサービスです。要介護認定者数の増加等に伴うニーズの増加に対応したサービス提供

量の充実を図ります。 
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（５）小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 
利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、

施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わ

せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスで

す。要介護認定者数の増加等に伴うニーズの増加に対応したサービス提供量の充実を図りま

す。 

≪小規模多機能型居宅介護≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪介護予防小規模多機能型居宅介護≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）その他の地域密着型サービス等 
 

≪看護小規模多機能型居宅介護≫ 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスです。市内に事業所が無く、

市外における利用実績もありません。 

 

≪地域密着型特定施設入居者生活介護≫ 

有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームで、その入居者が要介護者と配偶者等

に限られる介護専用型特定施設のうち入居者定員が 29 人以下であるもの（地域密着型特定

施設）に入居している要介護者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常

生活上の支援を行うサービスです。市内に事業所が無く、市外における利用実績もありませ

ん。 
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６ 地域支援事業利用者数の推計  

６－１ 介護予防・日常生活支援総合事業の見込み 

（１）訪問型サービス 
通所が困難な高齢者に対し、自宅で日常生活上の支援を提供するなど、生活習慣の改善

によって生活機能の維持・向上を図り、要介護状態になることを防ぐサービスです。要介

護認定者数等の増加に伴うニーズの増加に対応したサービス提供量の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）通所型サービス 
身体的、精神的状態に配慮した入浴、排せつ、食事などの日常生活上の支援、生活機能

の向上のための機能訓練などを行うサービスです。要介護認定者数等の増加に伴うニーズ

の増加に対応したサービス提供量の充実を図ります。 
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７ 介護保険給付費などの見込み  

７－１ 介護予防給付の見込み 

単位：千円 

 第８期 第９期 長期 

 
令和３年度

（2021） 

令和４年度

（2022） 

令和５年度

（2023） 

令和６年度

（2024） 

令和７年度

（2025） 

令和８年度

（2026） 

令和 22 年度

（2040） 

令和 32 年度

（2050） 

介護予防サービス 

介護予防訪問入浴介護 0  11  0 0  0  0 0  0  

介護予防訪問看護 9,684  11,630  15,907 18,945  19,610  20,420 26,291  24,556  

介護予防訪問リハビリテーション 2,368  3,532  10,342 11,258  11,706  12,463 15,907  14,563  

介護予防居宅療養管理指導 1,006  1,051  1,149 1,335  1,335  1,335 1,863  1,692  

介護予防通所リハビリテーション 21,992  23,531  27,574 30,207  30,936  32,141 41,779  38,417  

介護予防短期入所生活介護 851  735  777 986  986  1,398 1,398  1,398  

介護予防短期入所療養介護（老健） 62  0  0 0  0  0 0  0  

介護予防福祉用具貸与 10,227  10,909  12,904 14,115  14,616  15,038 19,573  18,123  

特定介護予防福祉用具購入費 776  827  4,831 5,166  5,501  5,501 7,223  6,888  

介護予防住宅改修 3,824  3,019  3,021 3,021  3,021  3,021 4,781  4,282  

介護予防特定施設入居者生活介護 0  133  0 0  0  0 0  0  

地域密着型介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護 0  39  0 0  0  0 0  0  

介護予防小規模多機能型居宅介護 3,191  3,359  5,040 5,040  5,040  5,040 8,096  7,024  

介護予防認知症対応型共同生活介護 0  0  0 0  0  0 0  0  

介護予防支援 11,828  12,390  14,166 15,488  15,890  16,461 21,271  19,779  

合計 65,810  71,166  95,712 105,561  108,641  112,818 148,182  136,722  

 

単位：千円 
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７－２ 介護給付費の見込み 

 

 

 

第８期 第９期 長期 

令和３年度

（2021） 

令和４年度

（2022） 

令和５年度

（2023） 

令和６年度

（2024） 

令和７年度

（2025） 

令和８年度

（2026） 

令和 22 年度

（2040） 

令和 32 年度

（2050） 

居宅サービス 

訪問介護 228,919  231,733  225,803 272,400  288,514  307,290 526,566  447,229  

訪問入浴介護 28,848  30,638  32,671 38,467  41,867  45,797 83,606  69,821  

訪問看護 126,038  127,692  115,946 132,880  140,658  149,579 251,732  214,184  

訪問リハビリテーション 17,769  19,646  17,098 22,973  23,659  25,085 43,053  36,647  

居宅療養管理指導 14,243  16,718  20,870 21,727  22,876  24,304 41,265  35,276  

通所介護 303,363  286,579  273,239 316,898  332,263  349,739 565,971  490,632  

通所リハビリテーション 95,004  91,284  83,884 96,414  100,179  106,538 169,624  145,989  

短期入所生活介護 98,590  109,444  139,183 150,208  158,588  166,967 286,075  242,787  

短期入所療養介護（老健） 17,657  14,659  24,817 33,039  35,484  36,739 64,597  53,790  

福祉用具貸与 109,636  117,774  115,543 121,749  128,061  136,807 234,248  199,187  

特定福祉用具購入費 3,111  2,744  1,895 3,322  3,322  3,593 6,074  4,692  

住宅改修費 9,219  9,698  7,959 9,823  9,823  9,823 16,525  14,031  

特定施設入居者生活介護 11,488  16,011  15,681 20,388  23,037  25,239 39,873  51,227  

地域密着型介護予防サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2,122  2,146  2,165 2,165  2,165  2,165 4,329  4,329  

夜間対応型訪問介護 2,959  3,229  0 435  435  435 869  435  

地域密着型通所介護 169,593  164,721  143,631 169,595  175,657  185,304 294,345  257,866  

認知症対応型通所介護 114,303  121,473  138,827 150,060  153,607  162,200 272,392  233,211  

小規模多機能型居宅介護 162,691  169,643  190,571 196,442  206,400  219,128 363,377  314,566  

認知症対応型共同生活介護 150,565  182,282  204,492 201,453  201,453  201,453 201,453  201,453  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 274,126  276,481  286,164 277,599  277,599  277,599 277,599  277,599  

施設サービス 

介護老人福祉施設 468,453  540,606  575,905 582,747  589,085  595,423 625,061  644,819  

介護老人保健施設 363,739  350,931  341,685 342,597  349,820  357,059 378,743  393,204  

介護医療院 13,741  163,105  197,198 206,247  215,295  224,344 251,490  269,587  

介護療養型医療施設 151,116  13,108  0 0  0  0 0  0  

居宅介護支援 170,517  173,406  159,991 166,903  175,075  184,118 295,049  256,880  

合計 3,107,810  3,235,751  3,315,217 3,536,531  3,654,922  3,796,728 5,293,916  4,859,441  

 

 

単位：千円 
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７－３ 地域支援事業費の見込み 

 

  

第８期 第９期 長期 

令和３年度

（2021） 

令和４年度

（2022） 

令和５年度

（2023） 

令和６年度

（2024） 

令和７年度

（2025） 

令和８年度

（2026） 

令和 22 年度

（2040） 

令和 32 年度

（2050） 

地域支援事業費 136,685  144,170  143,304 147,454  149,444  151,383 165,583  160,152  

 

介護予防・日常生活支援総合事業

費 
45,303  47,723  42,779 44,066  46,056  47,995 65,080  59,648  

包括的支援事業（地域包括支援セ

ンターの運営）及び任意事業費 
56,953  63,906  66,077 68,940  68,940  68,940 68,940  68,940  

包括的支援事業（社会保障充実分） 34,428  32,541  34,448 34,448  34,448  34,448 34,448  34,448  

 

 

 

 

 

単位：千円 
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第 ２ 章 保険料の設定 
 

１ 第１号被保険者の介護保険料  

１－１ 保険料算定の手順と財源構成 

（１）保険料算定の手順 

（２）財源構成 

１－２ 保険料算定に必要な数値 

（１）予定保険料収納率 

（２）保険料収納必要額等 

１－３ 保険料の段階設定 
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第４部 計画の推進と進行管理 
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１ 計画の推進 
 

本計画は、高齢者に関する総合的な計画であり、対象となる事業も広範囲にわたるため、

行政だけでなく、民間団体や福祉、保健、医療、介護、防災など各関係機関や市民、地域団

体との連携、協力の下で各種取組を進めていきます。 

 

 

２ 計画の進行管理 

計画の進行管理のため、庁内関係部署はもとより、地域や事業者、関係団体とも連

携して、進捗状況を迅速かつ的確に把握し、ＰＤＣＡサイクルにより効果的な評価・

改善がなされる体制を構築します。 

計画の進捗状況を把握し、特に施策の展開に関する事項については、「介護保険運

営協議会」「地域包括支援センター運営協議会」等に報告し、評価を受け、改善につ

なげます。 

 

 

３ SDGｓの理念に基づく持続可能なまちづくりの推進 

 本市では、令和 2 年（2020 年）7 月に「SDGｓ未来都市」として内閣府総理大

臣から認定を受け、SDGｓの基盤となる経済・社会・環境の三側面の取組により地

域課題の解決につなげていくこととしています。 

上位計画である第二次湖南市総合計画後期計画（令和 3 年 4 月）において SDGｓ

未来都市構想の実現に向けて、誰もが参加することのできる持続可能なまちづくりを

市民・事業者と連携しながら取組を進め、本市の将来像である『ずっとここに暮らし

たい！みんなで創ろう きらめき湖南』を実現するため、本計画においても、SDGs

の理念に基づき、引き続き取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 
 


